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文化ホール（芸術文化劇場北館）業務仕様書 
 

 

一 管理場所 

  高槻市野見町２番３３号 高槻市立文化会館内 

 

二 管理物件 

 建物の概要 

項目 内容 

構   造 文化ホール 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下３階地上３階 

敷地面積 文化ホール ３，９１３ ㎡ 

延床面積 文化ホール ７，８６７ ㎡ 

附帯施設 駐車場、ごみ置場（いずれも市民会館と共用）、外構及び植栽 

そ の 他 市民会館南側会議室（延床面積２９７㎡） 

 

三 委託期間 

   委託期間は、令和４年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

四 開館日及び開館時間 

１ 開館日は、市民会館の休館日を除いた日とする。 

２ 休館日とは月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)と１２月２９ 

日から翌年の１月３日までの６日とする。 

３ 開館時間は９時から２２時までとする。ただし、中ホールを８時から使用

するときは、８時から２２時までとする。 

 

五 委託業務従業員の届出等 

１ 受託者は、委託業務従事者を適正に配置するものとし、契約締結後直ち

に従業員の名簿を事業団に提出し承認を受けなければならない。 

２ 事業団は、従業員が本業務の実施につき著しく不適当であると認めるとき

は、受託者に対して理由を明示して、その交代を求めることができるものと

し、受託者はこれに従わなければならない。 

 

六 従業員の配置 

１ 従業員は、開館日に管理位置に着くものとする。 
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２ 配置時において従業員が休憩等を取る場合は、ポストに空きが生じないよ

う人員を充当すること。 

３ 休館日又は管理時間外については、下記の場合を除き、原則、従業員の管

理位置の配置を要さない。 

(1) 各種整備・点検・調査等を実施する場合 

(2) 災害等の特別の事由が発生し、会館の被害調査及び復旧業務に従事す

る場合 

(3) 休館日又は管理時間外の配置を定めた場合 

 ４ ホール・諸室等の使用がない開館日は、受託者は事業団の承認を得て、従

業員の配置を減員することができる。 

 

七 業務委託の構成 

１ 設備管理業務 

２ 設備機器等保守点検業務 

３ 警備業務 

４ 案内業務 

５ 清掃業務 

６ その他 

 

八 基本的事項 

１ 受託者は、公立文化施設である会館としての役割を十分に認識し、事業団

及び事業団が別に委託する関係業務の受託者と連携して業務を適正かつ円

滑に実施することにより、会館の機能を常に最大限に発揮できるよう努めな

ければならない。 

  また、公園部分を含む施設全体を常に清潔で安全な状態を保持し、快適 

な空間を提供すること。 

２ 受託者は、高槻市立芸術文化劇場条例（以下「条例」という。）及び芸術文

化劇場条例施行規則及び高槻市立文化施設の利用に関する規程並びに関係

法令等に従い、会館の施設・設備を善良な管理者の注意義務を持って管理し

なければならない。 

３ 受託者は、会館の利用者（条例第８条に定める利用者をいう。以下「利用

者」という。）及び会館の来場者に対して、公正・公平かつ親切・丁寧に対
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応しなければならない。 

４ 法令等の改正や設備の更新等、段階的な公園整備による計画変更等により、

業務仕様書と現況が異なる場合は、現況を優先するものとする。 

５ 環境への配慮 

  受託者は、業務に従事する者に高槻市の環境方針を周知すること。 

  また、環境への負荷の低減及び環境への配慮の推進の取組について協力する

ように努めること。 

６ 受託者は、契約が終了する日までに、新たに業務を行う事業者に業務の引

継ぎを行うこと。また、契約終了後も、必要な場合は、引継ぎに関する業

務に協力すること。 

引継ぎ時には、マニュアル等を含めた引継ぎ関係資料を事前に、本事業 

団に提出すること。また、新たな事業者に対し、関係資料の引渡し、内容

の説明、設備機器の操作方法の伝達を行うとともに、新たな事業者からの

質問への回答等を行うこと。 

７  この仕様書に定めのない事項は、必要に応じて事業団・受託者双方が協議

して定める。ただし、軽微な事項については、受託者は、事業団の指示に

従うものとする。 

 

九 受託者の控室等  

控室・倉庫等、受託者が業務の実施にあたり使用する施設は事業団が用意

するものとする。業務に必要な資機材及び備品等は、原則として、受託者で

調達し、受託者が使用する施設において管理・保管しなければならない。  

また、ガス・水道・電気については、事業団が支給する。 

 

十 安全管理  

１ 日常時の対応  

（１）施設の維持管理に際しては、常に市民利用者の安全確保に万全を期す

とともに、施設、設備の管理及び操作にあたっては、善良な管理者の注

意をもって適正に行うこと。特に、危険箇所には、十分な安全措置を講

じ、日常的に危険防止措置を講じること。 

（２）業務を行う場所もしくはその周辺に第三者が存する場合、または立ち

入る恐れがある場合には、危険防止措置を講じること。  
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（３）電気事業法等の法令及び各施設の電気工作物等に関する保安規程に

基づき、電気主任技術者を選任して電気工作物の保安体制を確立し、点

検等必要な措置を講じること。また、選任等に伴う必要な届け出を行う

こと。  

（４）特定建築物衛生管理技術者 

利用者の安全衛生を確保するため特定建築物衛生管理技術者を選任し、

建築物の衛生管理に必要な措置を講じること。 

２ 緊急時・災害時の対応  

（１）危機管理マニュアルを作成し、事故や災害などへの対応を行うこと。  

施設・設備等の破損及び災害発生等により、利用者及び職員等への危険

が認められる場合には、立ち入り禁止などの危険防止措置を迅速に講じ

るとともに、使用上および安全上支障のない程度に応急措置を講じるこ

と。  

（２）危険防止措置又は応急措置を講じた場合には、事業団に遅滞なく報 

告を行うこと。  

（３）事故又は災害等が生じた場合には、被害の発生・拡大を防止するた

め、避難誘導等必要な措置を講じるとともに、消防、警察、事業団など

に急報すること。 

（４）その他、緊急時に係る連絡体制、対応方法等については、協議のうえ 

別に定めるものとする。  

 

十一 統括責任者 

１ 受託者は、統括責任者を配置し、維持管理業務全体を統括的に監督すると

ともに、事業団の事業、催事計画に基づいた維持管理、点検、修繕業務を実

施すること。また、維持管理業務に伴う舞台等の関連業務（事業者）との総

合調整、計画管理、伝達、指導を行うこと。 

２  統括責任者は、受託者が雇用する者で本業務に専任、常駐配置すること。  

なお、統括責任者が休日等で現場に不在のときは、統括副責任者を配置し、

統括責任者の責務を担うこと。 

 統括責任者は、本業務の事業者選定において、その実績、能力を評価し、 

事業者の選定基準となっていることから、原則、交代はできない。 

３ 統括責任者は、常に事業団と連絡がとれるよう携帯電話等の通信機器を  
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携帯すること。 

 

十二 管理内容等 

１ 芸術文化劇場南館と指定管理各施設をインターネット回線により常時接 

続し、テレビ電話等を使って業務が滞りなく遂行できるよう通信設備を整 

備すること。 

２ 設備・警備・受付・清掃・巡回点検の日常業務を通じて施設の異常を発 

見した場合は、カメラ等で記録し事業団に直ちに報告すること。 

３緊急時を想定した訓練（普通救命講習、防災マニュアルの整備）、マナー 

向上に関する教育、業務知識・技能訓練及び安全衛生・コンプライアンス・ 

情報セキュリティに関する教育等を従業員に行うこと。  

４  従業員は一定の服装及び名札等を着用すること。 

５  業務に必要な機器、工具計器類等は受託者負担とする。なお、業務に 

必要な機器類を持ち込む場合は、事業団の許可を得るものとし、受託者の 

責任において管理すること。 

６ 防災情報（テレビ及びインターネット等）等の取得及び施設の異常を記 

録のため、テレビ、デジタルカメラ及びパソコン等の設備機器（これらに 

関する受信契約、プロバイダ契約等を含む。）の整備を受託者負担で行うも 

のとする。 

７ 勤務交代の際、交代者に申し送り事項、その他必要な事項を確実に引継 

ぐために毎朝朝礼を実施すること。 

８ 業務上必要な自動車以外の駐車は禁止とする。 

９ 指定管理各施設に配置する設備、警備、案内、清掃及び舞台管理業務等

の受託者と相互に協力して業務を遂行すること。 

 

十三  監督官公署等への提出書類  

受託者は、法令等に基づく各種届出・報告等、委託業務の実施にあたり必要

となる監督官公署等への提出書類を作成し、事業団の承認を得て適切な時期に

提出するものとする。  

 

十四 各種報告・文書管理 

受託者は、委託業務の実施状況を事業団に速やかに報告するものとし、日誌

等の報告書類は統括責任者が確認したものを提出すること。 

また、委託業務の実施に係る各種記録（点検記録・修繕記録・作業日報・工

事図書等を含む。）を作成し、提出・報告の上、承認を得るものとする。  
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事業団の貸与する書類及び受託者の作成書類等、委託業務の実施に係る書類

は、事業団の求めに応じて常に提示できるよう、受託者において適切に整理・

保管するものとする。業務日誌等の作成に要する消耗品は受託者負担とする。 

十五 各種業務の詳細 

  １ 設備管理業務(文化ホール 防災センター) 

   （１） 配置時間等 

①2022.4.1～2022.8.31 

 

②2022.9.1～2022.9.30 

 

 

③2022.10.1～2023.3.31 

 

④2023.4.1～2026.3.31 

 

 

 

 

 

 

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

設備C 8:45～18:00 8時間 132日 8:45 休 18:00

設備D 18:00～22:00 4時間 132日 18:00 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

設備C 8:45～18:00 8時間 26日 8:45 休 18:00

設備J・D 13:00～22:00 8時間 26日 13:00 休 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

設備C 8:45～18:00 8時間 152日 8:45 休 18:00

設備J・D 13:00～22:00 8時間 152日 13:00 休 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1 3:00 14 :00 15:00 16:00 17:0 0 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

設備C 8:45～18:00 8時間 310日 8:45 休 18:00

設備J・D 13:00～22:00 8時間 310日 13:00 休 22:00
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（２）資格要件 

 設備管理業務において、①～⑤の免許又は資格の全てを有することを要件とす

る。 

配置する設備管理員については、①～⑥の免許又は資格のいずれかを有する

ものを配置すること（資格証等の写しを提出）。 

①  第 3 種 電気主任技術者(外部委託可) 

②  建築物環境衛生管理技術者 

③  第 1 種又は第 2 種 電気工事士 

④  第 1 種及び第 2 種 消防設備点検資格者又は消防設備士 

⑤  乙種第 4 類 危険物取扱者 

⑥  本委託業務に必要な資格(事業団が認めるもの) 

（３）主任技術者の選任等 

① 建築物、電気設備、空調設備、給排水衛生設備及び危険物等の取り  

  扱いに関して、法令等の定めるところにより必要とされる主任技術 

者等の選任及びその届出等の手続きは、すべて受託者にて行うものと

する。 

② 電気主任技術者は常勤し電気工作物の工事、維持及び運用に関する 

  保安監督の職務を誠実に行うものとする。 

③ 電気主任技術者又はその他法令による選任技術者が病気その他やむ  

  を得ない事態により不在となる場合はその業務の代行を行う者を指 

名しておくものとする。 

④ 電気主任技術者又はその他法令による選任技術者が行う業務上重要 

  な事項については臨機の処置をとり、報告及び調整を行うものとす 

る。 

（４）業務内容 

      設備機器等の点検・検査頻度については、別紙「設備機器等保守点 

検表」による。また、保守管理の技術基準については法令に規定する

技術基準に基づくほか、保安規程及び別紙「保守管理技術基準」によ

る。 

① 電気設備保守管理 

ａ 自家用電気工作物を常に円滑に使用できるように維持管理及び運 

用を行い、停電その他事故発生に際しては速やかに事業団に連絡

するとともに復旧に努め、原因を究明し、設備の安全確保に努め

ること。また保守点検時に機器の清掃を行うなど可能な限り整備・

修繕を行うこと。 
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ｂ 日常保守点検作業は次のとおりとする。 

（ａ）電力日誌、各種指示値の記録及び変電室その他諸設備の巡回点 

   検 

（ｂ）受電室、変電室、配電室の温湿度の測定記録 

（ｃ）蓄電池の電圧、電解液比重の測定、点検記録 

（ｄ）非常用自家発電機の試運転及び軽微な調整 

（ｅ）回転機器の給油状態及び振動点検調整 

（ｆ）低圧配電盤のスイッチ点検及び負荷状況測定 

（ｇ）各計器指示調整及び予備品点検 

（ｈ）放送設備等の付帯設備の点検、応急修理 

（ｉ）各種警報装置の点検調整 

（ｊ）官公庁、関西電力等への連絡業務一切 

（ｋ）前各項に関する記録及び報告 

（ｌ）機械室・電気室等の整理、整頓、清掃、部品工具類整備 

ｃ 保守管理については法令に規定する技術基準に基づくほか、保安

規程及び別紙「保守管理技術基準」により行うこと。 

ｄ 文化ホール内外の蛍光灯、水銀灯等の球の取替を行うこと。ただ

し、中ホールの舞台照明関係については対象外とする。 

② 機械設備保守管理 

ａ 文化ホール内の空調設備、給排水衛生設備、ガス設備及び消防用設

備等並びにこれらに附属する諸設備の運転保守管理と、これに必

要な整備・修繕を可能な限り行うこと。 

ｂ 日常保守管理については、法令に規定する技術基準に基づくほか、

別紙「保守管理技術基準」により行うこと。 

ｃ 非常用自家発電機設備の日常保守点検作業 

（ａ）重油の貯油量調査、重油その他関係消耗品の受入監視  

（ｂ）定期的に試運転を行うこと。 

ｄ 吸収式冷温水ユニットの日常保守点検作業 

         （ａ）吸収式冷温水ユニットの運転監視、冷温水ヘッダー圧力の調整監

視 

       （ｂ）ヘッダーの温度、圧力の監視、循環ポンプの保守点検 

         （ｃ）ク－リングタワーの点検、清掃、冷却水ポンプの保守点検 

         （ｄ）煙道、煙突の監視 

         （ｅ）前各項目に関する記録及び報告 

ｅ 空冷ヒートポンプチラ－の日常保守点検作業 
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         （ａ）空冷ヒートポンプチラ－の運転監視 

         （ｂ）ヘッダーの温度、圧力の監視、循環ポンプの保守点検 

         （ｃ）前各項目に関する記録及び報告 

ｆ 冷暖房期間の目安 

          冷房開始  ４月中旬   冷房終了  １１月初旬 

          暖房開始 １１月中旬   暖房終了   ４月初旬 

ｇ 残留塩素の検査は、週一回、末端の給水栓で行い、受託者において

記録するものとする 

③ その他（台帳作成、軽微な修繕・整備） 

  施設・設備総点検を実施し、各施設の細部にわたる破損、汚損、不備箇 

所等を総合的に抽出すること。また、事業団に報告のもと、補修・修繕 

計画を立案し、実行すること。 

        ａ 設備機器台帳、予備品台帳及び保全台帳を作成すること。 

        ｂ 建具（扉、鍵、ドアチェック、フランスオトシ等）、大ホールの客 

席椅子等を定期的に点検し、軽微な修繕については、直ちに事業

団に報告後、速やかに受託者の業務範囲内で修繕・整備を実施す

ること。 

また、軽微な修繕以外は、受託者において修繕の見積に必要な   

修繕仕様書を作成し、高槻市入札参加資格者名簿に登録された事業

者２者（特命随意契約においては１者）から見積を徴取し、事業団

に見積書を提出すること。なお、見積調査及び修繕仕様書の作成に

必要な費用は、受託者負担とする。この際に発生する修理費等の扱

いについては、事業団と受託者が協議し決定する。 

 

２．設備機器等保守点検業務 

（１）貯水槽清掃                              

    受水槽               ［容量 １２㎥  １回／年］ 

                    

（２）水質検査  給水栓末端（１検体）                    ［２回／年］ 

         温水系統（１検体）            ［２回／年］ 

         消毒副生成物                  ［１回／年］ 

（３）汚水槽・雑排水槽清掃            

  ア．汚水槽    ２槽          ［容量 合計４０㎥  ２回／年］ 

  イ．雑排水槽   ２槽        ［容量 合計４０㎥  ２回／年］ 
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（４）空調設備フィルタ－清掃         

  ア．空調機プレフィルタ－清掃            ［１２台 ２回／年］ 

  イ．ファンコイルフィルタ－清掃           ［３４台  ２回／年］ 

  ウ．空調換気扇フィルタ－清掃           ［６台  ２回／年］ 

  エ．エアコン・ロスナイフィルタ－清掃                                  ［４回／年］ 

空調設備一覧 

文化ホール 

№ 種別 室名等 機器業者名 型式 容量 kw 台数 備考 

 エアコン 防災センター１階 三菱 MPL-RP40BA3 3.6 2 ※1 内部洗浄１回/年 

シーリング室 パナソニック CS-P80K4 7.1 1  

ピアノ倉庫 三菱 PFAV-P140DM-E 14 1 ※1 

親子室 三菱 PL-RP40GA2 3.6 1  

※1 三菱ビルテクノ保守 

№ 種別 室名等 機器業者名 型式 風量 ㎥/ｈ 台数 備考 

 ロスナイ 防災センター パナソニック FY-800ZD9 800 1  

 

（５）アネモレターングリル清掃        ［２１２箇所 １回／年］ 

（６）空調機中性能フィルタ－取替       ［１１台 １回／年］ 

    

          

（７）空調設備保守点検整備              

  ア．空調機整備(ACU1～ACU11)               ［１２台  １回／年］ 

  イ．ヒ－トポンプチラ－凝縮器フィン洗浄       ［１台   １回／年］ 

  ウ．空冷パッケ－ジエアコン室外機フィン洗浄     ［２台   １回／年］ 

エ．エアコン室内機内部洗浄                          ［１回／年］ 

       防災センター  三菱     MPL‐RP40BA3   3.6kw 2 台 

 ピアノ倉庫   三菱     PFAV‐P140DM-E  14kw  1 台 

オ．パッケージエアコンドレンパン及び加湿器点検・清掃［ビル衛生管理法

に基づく］ 

（８）フロン排出抑制法に関する点検      簡易点検 ［８台  ４回／年］ 

                 チラー  定期点検［２台  １回／３年］ 

（９）冷却塔清掃                    ［３台 ３回／年］ 

    レジオネラ属菌の検査を含む 

（１０）空調設備ポンプ点検及びグランドパッキン取替   ［７台 １回／年］ 

（１１）空調設備シ－ズン切替            
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  ア．中央監視盤、空調機器冷暖切替         ［１２台 ２回／年］ 

  イ．ファンコイル                 ［３４台 ２回／年］ 

  ウ．コンベクタ－バルブ切替            ［８台  ２回／年］ 

（１２）室内環境測定               ［１３ポイント ６回／年］ 

（１３）建築物ねずみ昆虫等防除業務                   ［１回／月］ 

    巡回点検を行い害虫等が見付かれば部分的な薬剤散布を行うこと。     

（１４）建築物定期点検（公共建築物定期点検業務仕様書による。） 

   建築基準法第１２条第２項及び４項の規定による定期検査及び報告を行

うこと。 

［建築 １回／３年］［建築設備 １回／年］［防火設備 １回／年］ 

 

１ 点検項目 

１） 点検の項目は、平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 282 号（以下「告示第 282

号」という。）別表「（い）調査項目」に記載の全ての項目（ただし書きは適用しない。）

とする。 

２） 上記以外の項目の点検 

２ 点検方法・進め方 

１） 定期点検の実施にあたっては、高槻市及び当該施設を現場で管理する者（以下「現

場管理者」という。）の甲から提示・配布する資料や高槻市及び甲へのヒアリング等に

より事前に施設の状況を把握のうえ、現状の建築物の平面図、配置図等から定期点検

用の図面を作成し、現地において漏れが生じないよう点検方法、内容について十分に

確認・協議し、効率的に行う。また、個別事情のなかで最大限の努力をもって、実施

できる点検を可能な限り行うこと。 

（１） 高槻市及び甲から提示するもの 

・前回の定期点検記録一式（初回点検時を除く） 

・他の専門家による点検・調査の記録等 

（２） 高槻市及び甲から配布するもの 

・定期点検対象建築物一覧、位置図 

・配置図、各階平面図、立面図等点検に必要な図面 

・担当者及び緊急連絡先一覧 

・環境方針 

（３）高槻市及び甲へのヒアリング等により確認するもの 

・増築、改修、用途変更等の履歴（必要に応じ（様式Ａ）（第二面）に記載） 

・不具合の発生状況等（必要に応じ（様式Ａ）（第四面）に記載） 

・点検にあたり危険が想定される箇所、内容 
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・物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所、内容 

２）点検の方法については、告示第 282 号別表「（ろ）調査方法」によりを行う。原則とし

て、足場の架設等の特別な準備は行わない。高い天井面、急斜面の屋根面等の通常の手

段で接近できない箇所は、双眼鏡等により可能な範囲で点検する。なお、特定天井につ

いては「特定天井の定期調査について（技術的助言）（平成 27 年 1 月 13 日付け国住指

第 3740 号）」を参考にすること。 

３）定期点検において、是正が必要な箇所及び特記すべき事項があると判断するものについ

ては、図面に記入のうえ、写真を撮影し所定の様式に整理し提出すること。 

４）定期点検の実施にあたっては、次に留意すること。 

（１）前回の定期点検において指摘された各事項について、その後の処置状況や劣化の進

行状態（初回点検時は除く） 

（２）増築、改修、用途変更等及び工作物等の増設等の履歴とこれらがあった場合の建築

物全体としての安全性 

（３）部材落下等による人身事故の恐れや火災発生時等に建築基準法の求める被害の拡大

防止及び避難確保が図れないなど安全面で緊急対応が必要な箇所の確認（例：タイ

ル仕上げの外壁の劣化状況の点検において、人の通りがある箇所で手の届く範囲は

テストハンマー等の打診による点検をできる限り悉皆的に行う。） 

５）吹付け石綿及び吹付けロックウール（重量比 0.1％以上）については、高槻市から調査結

果の提示を受け、報告書に反映すること。現地調査については、劣化や飛散防止措置の

実施及び劣化の状況のみとする。 

６）告示第 282 号別表「（ろ）調査方法」欄において、他の点検の記録により確認することで

足りるとされている項目については、他の点検の実施状況を確認し、その結果を点検結

果表（様式Ｃ）に記載する。 

７）告示第 282 号別表「（ろ）調査方法」欄において、設計図書等により確認するとされてい

る項目について、建築物等の可視部分に不適合状態が認められない場合は、設計図書に

よる確認を省略することができる。 

８）告示第 282 号別表「（ろ）調査方法」欄において、設計図書等により確認するとされてい

る項目について、設計図書等がない場合は、目視・測定等により判断し得る範囲での確

認及び点検を行う。 

９）次に示す部分等で点検が困難なものにあっては、これを省略できる。ただし、当該部分

の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、点検結果表（様式Ｃ）の特

記事項に記載し、指摘の具体的内容等欄に「詳細点検の実施を検討すること」と付記す

ること。また、省略した点検についても同様に、点検結果表（様式Ｃ）の特記事項にそ

の場所、部位、理由等を記載すること。 

なお、地中埋設部分（基礎杭等）、鉄筋コンクリート造における構造体の内部の状況等
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については、外部から見て異常を認めない限り適正な状態にあるとみなす。 

（１）被覆材で覆われている梁、柱などの構造部 

（２）地中、壁又はコンクリート等の中に埋設されているもの 

（３）目視では点検が困難な足場のない外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔など 

（４）点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの（ただし、

特定天井については、「特定天井の定期調査について（技術的助言）（平成 27 年 1 月

13 日付け国住指第 3740 号）」を参考にすること。） 

（５）点検にあたり危険が想定される箇所、その内容 

・足元が腐食している箇所、酸欠の恐れのある地下部分、特殊な危険物の貯蔵箇所、    

通電されていて点検することが危険な箇所等 

・運転を停止することが極めて困難な機器等で運転を停止しなければ点検できないも 

の、あるいはその付近にあるもので点検することが危険なもの 

（６）その他物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所にあるもの 

１０）その他の留意事項は次のとおりとする。 

（１）高槻市及び甲から提示する資料の中に、点検場所の表記がある場合は代表的な室等の

名称を例示しているので、類似用途の室等においても建築物の各部位がある場合は

適宜点検を行うこと。 

（２）定期点検対象建築物に該当する部位等がない項目については適用しない。 

（３）告示第 282 号の項目以外で不具合等が発見された場合は、その状況及び点検の必要

性を特記事項（様式Ｃ）に記録し、簡易に点検できるものは同時に点検・調査等を行

うこと。 

 

３ 点検結果表の作成方法 

点検の結果については、告示第 282 号別表「（は）判定基準」により判定を行い、点検結

果表（様式Ｃ）の点検結果欄に記入する。 

 

４ 定期点検報告書の作成 

１）定期点検報告書の作成にあたっては、「公共建築物定期点検業務仕様書（高槻市立文化

会館）７参考図書」に示すものを参考とする。不明な点や相談については、一般財団

法人大阪建築防災センターの有料支援サービスを活用する。 

２）点検報告書第二面７．備考欄に、敷地内の塀の有無、種別、おおまかな場所を点検結

果に関わらず記載する。 

 

［建築設備 １回／年］ 

１ 点検項目・点検事項 
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１）点検の項目及び事項は、平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 285 号（以下「告示第

285 号」という。）別表「（い）検査項目」及び「（ろ）検査事項」に記載の全ての項目

及び事項（ただし書きは適用しない。）とする。 

２）上記以外の項目の点検 

 

２ 点検方法・進め方 

１）定期点検の実施にあたっては、当該施設を現場で管理する者（以下「現場管理者」と

いう。）の事業団から提示・配布する資料や高槻市及び現場管理者の事業団へのヒアリ

ング等により事前に施設の状況を把握のうえ、現状の建築物の平面図、配置図等から

定期点検用の図面（建築設備プロット図（以下「プロット図」という。））を作成し、

現地において漏れが生じないよう点検方法、内容について十分に確認・協議し、効率

的に行う。また、個別事情のなかで最大限の努力をもって、実施できる点検を可能な

限り行うこと。 

（１）高槻市及び甲から提示するもの 

・前回の定期点検記録一式（初回点検時を除く） 

・他の専門家による点検・検査の記録等 

（２）高槻市及び甲から配布するもの 

・建築物一覧、位置図 

・配置図、各階平面図、立面図及び各設備図等点検に必要な図面 

・担当者及び緊急連絡先一覧 

・環境方針 

（３）高槻市及び現場管理者の甲へのヒアリング等により確認するもの 

・増築、改修、用途変更等の履歴 

・不具合の発生状況等（必要に応じ（様式Ａ）（第三面）に記載） 

・点検にあたり危険が想定される箇所、内容 

・物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所、内容 

２）点検の方法については、告示第 285 号別表「（は）検査方法」によりを行う。 

３）定期点検において、是正が必要な箇所及び特記すべき事項があると判断するものに  

ついては、プロット図に記入のうえ、写真を撮影し所定の様式にて整理し提出するこ

と。 

４）定期点検の実施にあたっては、次に留意すること。 

（１）前回の定期点検において指摘された各事項について、その後の処置状況や劣化の

進行状態（初回点検時は除く） 

（２）増築、改修、用途変更等、工作物等の増設及び設備機器の改修等の履歴とこれら

があった場合の建築物全体としての安全性 
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（３）劣化及び損傷等、防火・避難並びに構造上の安全に関わる事項 

５）告示第 285 号別表「（は）検査方法」欄において、同等の方法で実施した検査の記録

がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りるとされている項目に

ついては、同等の検査の実施状況を確認し、その結果を点検結果表（様式Ｃ）に記載

する。 

６）次に示す部分等で点検が困難なものにあっては、これを省略できる。ただし、当該    

部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、点検結果表（様式Ｃ）

の特記事項に記載し、指摘の具体的内容等欄に「詳細点検の実施を検討すること」と

付記すること。また、省略した点検についても同様に、点検結果表（様式Ｃ）の特記

事項にその場所、部位、理由等を記載すること。 

（１）壁等に埋設されているもの 

（２）点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの 

（３）点検にあたり危険が想定される箇所、その内容 

・足元が腐食している箇所、酸欠の恐れのある地下部分、特殊な危険物の貯蔵箇   

所、通電されていて点検することが危険な箇所等 

・運転を停止することが極めて困難な機器等で運転を停止しなければ点検できな 

いもの、あるいはその付近にあるもので点検することが危険なもの 

（４）その他物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所にある 

もの 

７）その他の留意事項は次の通りとする。 

（１）高槻市及び甲から提示する資料の中に、点検場所の表記がある場合は代表的な

室等の名称を例示しているので、類似用途の室等においても建築設備の各部位

がある場合は適宜点検を行うこと。 

（２）定期点検対象建築設備に該当する設備や部位等がない項目については適用しな

い。 

（３）告示第 285 号の項目以外で不具合等が発見された場合は、その状況及び点検の

必要性を特記事項（様式Ｃ）に記録し、簡易に点検できるものは同時に点検等を

行うこと。 

３ 点検結果表の作成方法 

点検の結果については、告示第 285 号の「別表第 1、別表第 2、別表第 3 及び別表第 4

の各（に）判定基準」により判定を行い、点検結果表（様式Ｃ）のそれぞれの点検結果欄

に記入する。 

 

４ 定期点検報告書の作成 

定期点検報告書の作成にあたっては、「公共建築物定期点検業務仕様書 （高槻市立文化
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会館）７参考図書」に示すものを参考とする。不明な点や相談については、一般財団法人

大阪建築防災センターの有料支援サービスを活用する。 

点検対象となる建築設備がない場合、各様式は添付する必要はない。 

［防火設備 １回／年］ 

１ 点検項目・点検事項 

１）点検の項目及び事項は、平成 28 年 5 月 2 日国土交通省告示第 723 号（以下「告示第

723 号」という。）別表「（い）検査項目」及び「（ろ）検査事項」に記載の全ての項目

及び事項（ただし書きは適用しない。）とする。 

２）上記以外の項目の点検 

 

２ 点検方法・進め方 

１）定期点検の実施にあたっては、当該施設を現場で管理する者（以下「現場管理者」と

いう。）の甲から提示・配布する資料や高槻市及び現場管理者の甲へのヒアリング等に

より事前に施設の状況を把握のうえ、現状の建築物の平面図、配置図等から定期点検

用の図面（防火設備プロット図（以下「プロット図」という。））を作成し、現地にお

いて漏れが生じないよう点検方法、内容について十分に確認・協議し、効率的に行う。

また、個別事情のなかで最大限の努力をもって、実施できる点検を可能な限り行うこ

と。 

（１）高槻市及び甲から提示するもの 

・前回の定期点検記録一式（初回点検時を除く） 

・他の専門家による点検・検査の記録等 

（２）高槻市及び甲から配布するもの 

・建築物一覧、位置図 

・配置図、各階平面図、建具図及び設備図等点検に必要な図面 

・担当者及び緊急連絡先一覧 

・環境方針 

（３）高槻市及び現場管理者の甲へのヒアリング等により確認するもの 

・増築、改修、用途変更等の履歴 

・不具合の発生状況等（必要に応じ（様式Ａ）（第三面）に記載） 

・点検にあたり危険が想定される箇所、内容 

・物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所、内容 

２）点検の方法については、告示第 723 号別表「（は）検査方法」によりを行う。 

３）定期点検において、是正が必要な箇所及び特記すべき事項があると判断するものに

ついては、プロット図に記入のうえ、写真を撮影し所定の様式にて整理し提出する

こと。 
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４）定期点検の実施にあたっては、次に留意すること。 

（１）前回の定期点検において指摘された各事項について、その後の処置状況や劣化

の進行状態（初回点検時は除く） 

（２）増築、改修、用途変更等、工作物の増設及び設備機器の改修等の履歴とこれら

があった場合の建築物全体としての安全性 

（３）劣化及び損傷等、防火・避難並びに構造上の安全に関わる事項 

５）告示第 723 号別表「（は）検査方法」欄において、同等の方法で実施した検査の記

録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りるとされている項

目については、同等の検査の実施状況を確認し、その結果を点検結果表（様式Ｃ）

に記載する。 

６）次に示す部分等で点検が困難なものにあっては、これを省略できる。ただし、当

該部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、点検結果表（様

式Ｃ）の特記事項に記載し、指摘の具体的内容等欄に「詳細点検の実施を検討す

ること」と付記すること。また、省略した点検についても同様に、点検結果表（様

式Ｃ）の特記事項にその場所、部位、理由等を記載すること。 

（１）点検口のない天井裏にあるもの 

（２）点検にあたり危険が想定される箇所、その内容 

・足元が腐食している箇所、特殊な危険物の貯蔵箇所、通電されていて点検す

ることが危険な箇所等 

・運転を停止することが極めて困難な機器等で運転を停止しなければ点検でき

ないもの、あるいはその付近にあるもので点検することが危険なもの 

（３）その他物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所にある

もの 

７）その他の留意事項 

（１）高槻市及び甲から提示する資料の中に、点検場所の表記がある場合は代表的な

室等の名称を例示しているので、類似用途の室等においても防火設備の各部位

がある場合は適宜点検を行うこと。 

（２）定期点検対象防火設備に該当する設備等がない項目については適用しない。 

（３）告示第 723 号の項目以外で不具合等が発見された場合は、その状況及び点検の

必要性を特記事項（様式Ｃ）に記録し、簡易に点検できるものは同時に点検等

を行うこと。 

 

３ 点検結果表の作成方法 

点検の結果については、告示第 723 号の「別表第 1、別表第 2、別表第 3 及び別表第 4

の各（に）判定基準」により判定を行い、点検結果表（様式Ｃ）のそれぞれの点検結果欄
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に記入する。 

 

４ 定期点検報告書の作成 

定期点検報告書の作成にあたっては、「公共建築物定期点検業務仕様書（公益財団法事

高槻市文化振興事業団）７参考図書」に示すものを参考とする。不明な点や相談について

は、一般財団法人大阪建築防災センターの有料支援サービスを活用する。点検対象となる

防火設備がない場合、各様式は添付する必要はない。 

 

 

公共建築物定期点検業務仕様書 

（高槻市立芸術文化劇場） 

（昇降機、遊戯施設は除く） 

 
１ 委託業務の概要 

本業務の受託者（以下「乙」という。）は、高槻市が所有又は管理する公共建築物につい

て、建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項に基づき点検し、その報告書を作成・提出のう

え、高槻市及びその指定管理者である公益財団法人高槻市文化振興事業団（以下「甲」と

いう。）にその内容を説明する。特に、人身事故の恐れなど人命に関わるものについては、

速やかにその状況や危険性を高槻市及び甲(現場管理者)に報告し説明する。なお、点検の

実施方法等の詳細については、各特記仕様書を適用する。 

 

２ 業務の対象・内容 

１）業務の対象 

・業務名称 ： 建築物定期点検業務 

・施設名称 ： 高槻市立芸術文化劇場 

・施設概要 ： （所 在 地）高槻市野見町 2 番 33 号 

（敷地面積）12,815 ㎡ 

（棟数）2（市民会館，文化ホール） 

（延べ面積）市民会館 10,032 ㎡、文化ホール 7,867 ㎡ 

・実施時期 ： 各年度の 12 月末までに最終報告を提出すること。 

なお、一次報告は各年度の 9 月末まで。各年度の 11 月末までに一

般財団法人大阪建築防災センターに提出する。 

２）業務の内容 

・建築基準法第 12 条第 2 項（建築物の敷地及び構造）に基づく点検の実施、及びそ
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の点検結果報告書の作成・提出、内容説明、質疑応答 

・建築基準法第 12 条第 4 項（建築設備・防火設備）に基づく点検の実施、及びその

点検結果報告書の作成・提出、内容説明、質疑応答 

・契約書及び仕様書に基づく点検の実施、及びその点検結果報告書の作成・提出、内

容説明、質疑応答 

 

３ 点検作業実施者の資格 

 本業務において、点検の実施及びその点検結果報告書の作成、内容説明、質疑応答

は、建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項に規定する有資格者によること。 

 

４ 点検作業における注意事項 

１）点検作業にあたっては、原則として、現場管理者の甲の立会い協力が必要であるため、

実施日時等については、現場管理者の甲と事前に十分調整を行うこと。また、同様の

点検や作業等がある場合は、極力日程を合わせるなど施設運営への影響を最小限に留

めるよう努めること。 

２）点検にあたっては、法令を遵守すること。 

３）点検・判定は、施設の規模に応じた人数で連携して行うこと。特に安全上重要な項目

の判定は、詳細を確認のうえ慎重に決定すること。 

４）施設関係者や利用者、構造物、備品等に傷害・損害等を与えないよう十分留意し、必

要に応じて適切な対策を行ったうえ、点検を実施すること。万一、傷害・損害等を与

えた場合は、乙の負担と責任において対応を行うこと。損傷等については、速やかに

原状回復すること。 

５） 現地の点検にあたっては、名札や腕章等を着用するなど身分が明確となるようにす

ること。 

６）点検に際し、シャッターやオペレーター窓等の操作、作動を要するものは、点検内容、

手順等を施設管理者と打ち合わせのうえ、事故の起こらないよう十分注意すること。 

７）石綿を含む材料等を使用している箇所の点検にあたっては、破損及び飛散等がないよ

う注意すること。 

８）緊急若しくは概ね一年以内に補修・改善等の対応が必要と判断するもので、人身事故

等の安全面の不具合（落下物及び部材の脱落・飛散等、工作物等の倒壊等、防火設備

の不作動等、避難設備の不作動等）については、点検後速やかに甲に連絡する。 

９）点検に必要な資機材は乙が準備すること。（例：カメラ、コンベックス、脚立、打診

棒、双眼鏡、床等の傾斜を確認するもの、非常照明バッテリー点検棒、テンションゲ

ージ、ストップウォッチ、電卓、レーザー距離計、クラックスケール、名札、腕章な

ど） 
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１０）敷地内は原則禁煙とする。（甲の許可を得て、指定喫煙所を使用する場合を除く。） 

１１）乙及び点検実施者は、高槻市の法令等の違反又はその恐れ、若しくは不当な事実を

知った場合、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則（平成 24 年高槻市規則第

45 号）」に基づき、その事実を高槻市が置く内部通報相談員に内部通報を行うことが

できる。 

 

５ 成果品 

１） 一次報告時に成果品として提出する図書及びその整理方法・部数は、次のとおりと

する。 

（１）報告書（鑑）     ・・・・・・・・・・・・・・・・【１部】 

（２）定期点検報告書（すべてをステープラ止め）     ・・・・【４部】 

・報告書（様式Ａ） 

・結果書（様式Ｂ） 

・点検結果表（様式Ｃ） 

・点検結果図（別添１様式／別表１～４）・・・配置図等／測定記録等 

・関係写真（別添２様式） 

（３）点検作業実施者の資格証のコピー 

２） 最終報告時に成果品として提出する図書及びその整理方法・部数は、次のとおりと

する。 

（１）報告書（鑑）     ・・・・・・・・・・・・・・・・【１部】 

（２）定期点検報告書【受付を示す押印有】       ・・・【１部】 

・報告書（様式Ａ） 

・結果書（様式Ｂ） 

・点検結果表（様式Ｃ） 

・点検結果図（別添１様式／別表１～４）・・・配置図等／測定記録等 

・関係写真（別添２様式） 

（３）点検作業実施者の資格証のコピー 

（４）上記（１）から（３）の電子データを収納したＣＤ－Ｒ ・・・【２部】 

・ワード、エクセル、ＣＡＤ、ＰＤＦのデータ 

・上記データを全てＰＤＦ化したもの 

３）報告様式は、甲が支給するものを用いること。 

４）成果品の提出要領は、次のとおりとする。【次ページの系統図参照】 

（１）乙は、契約書及び仕様書に基づき点検を実施し、点検作業実施者が点検結果を

示す報告書（以下、「報告書」という。）を作成する。なお、乙及び点検作業実

施者は、点検の実施及びその報告書の作成にあたっては、善良な管理者の注意
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をもって、業務を実施しなければならない。 

（２）乙は、報告書を甲及び施設管理者に提出する。【②一次報告】【一次報告 写】 

（３）乙は、甲及び施設管理者が開催する事後打合せにおいて、点検作業実施者より

点検結果の報告を行う。また、点検結果において「要是正」や「特記事項」が

ある場合には、甲及び施設管理者と協議したうえで改善予定年月を記入する。

なお、報告書の不備について甲及び施設管理者より修正等の指示があった場合

は適切に対応する。 

（４）甲は、点検結果を把握した後、定期点検報告書 4 部（■●▼◆）に記名及び押

印する。 

（５）甲は、定期点検報告書１部（■）を施設管理者に一次報告用として送付し、一

次報告写を保管する。 

（６）甲は、定期点検報告書を一般財団法人大阪建築防災センター（以下「防災セン

ター」という。）を経由し、審査指導課に提出する。なお、この提出は原則と

して毎年度 11 月末迄に施設管理者が点検業者に委任状を交付し行うものとす

る。(現場管理者についても委任状様式 Cを交付)  【③提出】 

（７）乙は、防災センターにあらかじめ電話連絡をしたうえで、防災センターに委任

状と確認依頼書と定期点検報告書３部（●▼◆）を提出する。この際、必ず防

災センターの支援サービス（有料）を利用し、チェックを受ける。【④チェッ

ク】 

（８）防災センターはチェック完了後、２部（●▼）返却、1 部（◆）受付する。 

（９）乙は、チェックを受けた 1 部（▼）を高槻市に最終報告として提出する。その

写しを甲保管用(▽)【⑤最終報告】また、乙で 1 部（●）保管する。なお、防

災センターでチェックを受け、追記・修正等行った事項については、必ず甲及

び施設管理者に文書で説明を行う。 

（１０）防災センターは、定期点検報告書１部（◆）を審査指導課に送付する。【⑥送

付】 

（１１）審査指導課は、定期点検報告書（◆）を確認した後、受理結果票を高槻市に

送付する。【⑦受理結果票を送付】 
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■系統図＜建築物、建築設備、防火設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他 

１）乙は、業務受託後、速やかに「業務責任者・担当者名簿」及び「業務工程表」を提出

し、甲の承諾を受けること。 

（１）業務責任者・担当者・点検作業実施者名簿 

・会社名、連絡先、緊急連絡先 

・責任者氏名、連絡先、緊急連絡先、担当区分 

・担当者氏名・連絡先、緊急連絡先、担当区分 

・点検作業実施者氏名・連絡先・緊急連絡先・履歴書 

・点検作業実施者の資格証のコピー 

・その他 

（２）業務工程表 

・甲及び施設管理者との現地事前打合せ日 

・点検実施日 

・成果品一次報告日 

・成果品最終報告日 

・その他 

２）業務の実施にあたり疑義が生じた場合、本仕様に定めのない事項については、別途協
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議し、その結果に従うとともに議事録を提出すること。 

３）打合せの開催 

（１）高槻市及び甲は、点検作業着手前、一次報告として報告書提出後、最終報告とし

て報告書提出後に打合せを開催する。 

（２）乙は、上記打合せに点検作業実施者である有資格者を出席させ、点検結果の内容説

明、質疑応答の対応を行う。４）再委託等の禁止 

（１）乙は、定期点検を自己の責任において完全に履行しなければならない。 

（２）乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、定期点検を第三者へ委託（請負その

他これに類する行為を含む。）（以下「再委託」という。）してはならない。 

（３）甲は、委託業務の全部又は大部分についての一括した再委託の承諾をすることは

できない。 

（４）乙は、甲の書面による承諾なくして、この契約上の地位又はこの契約によって生

ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡してはならない。 

５）本点検において、建築基準法第１２条第５項に基づき、特定行政庁より報告を求めら

れることがあるが、その際は適切に対応すること。 

６）乙及び点検作業実施者は、高度な知識・技能等を有する専門家として、“善良な管理者

の注意”をもって、本件業務を実施しなければならない。 

７ 参考図書 

 定期点検において参考となる図書を次に示す。なお、使用する際は最新版を使用する

こと。 

１）特定建築物等定期調査業務基準 

国土交通省住宅局建築指導課 監修 ｜（財）日本建築防災協会 編集・発行 

２）建築設備定期検査業務基準書 

国土交通省住宅局建築指導課 監修 ｜（財）日本建築設備・昇降機センター 発行 

３）防火設備定期検査業務基準 

（財）日本建築防災協会 編集・発行 

４）特定建築物調査者必携 

大阪府内建築行政連絡協議会 監修 ｜（財）大阪建築防災センター 発行 

５）建築設備検査者必携 

大阪府内建築行政連絡協議会 監修 ｜（財）大阪建築防災センター 発行 

６）防火設備検査者必携 

大阪府内建築行政連絡協議会 監修 ｜（財）大阪建築防災センター 発行 

 

 

（１５）高圧受変電設備精密点検（高圧受変電設備精密点検業務仕様書によ
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る。） 

［１回／３年］ 

１ 業務委託概要 

本点検業務委託は、公益財団法人高槻市文化振興事業団自家用電気工作物

保安規程（以下「保安規程」という。）第１７条に規定する別表第１「巡視

点検測定及び手入基準」のうち「定期巡視点検手入」、「精密点検手入」及

び「測定」に定める事項について、その業務を委託するものである。 

 

２ 対象設備概要 

  対象設備は以下のとおりである。 

（１）受変電設備 

（２）配電設備（屋外電線路を含む。） 

（３）発電設備（エンジン本体及び蓄電池設備は除く。） 

（４）その他設備 

 

３  一般事項 

（１）現場責任者 

ア 現場責任者とは、委託業務を実施する際に受託者の代理として業務委

託現場の運営及び取り締まりを行う者をいう。 

現場責任者は、業務委託現場に常駐して、業務を総合的に把握し、工 

程管理、品質管理及び安全管理を行うものとする。 

イ 受託者は、契約締結後、直ちに現場責任者を選任し委託者に届けるも

のとする。 

（２）点検作業員 

   ア 点検作業員とは、点検及び測定に従事する者をいう。受託者は、委託

業務の内容に応じ必要な知識及び技能を習得した点検作業員を派遣す

るものとする。 

イ 受託者は、点検作業員名簿を１部提出すること。 

（３）実施計画書 

受託者は，業務の実施に先立ち実施体制（緊急連絡体制を含む）、実施

工程、作業手順（安全管理に関する事項を含む）等を記載した実施計画書

を委託者に提出するものとする。 

（４）点検作業員の安全衛生管理 

ア 点検作業員の安全衛生に関する管理については，現場代理人が関係法 

令に従って行うこと。 
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イ 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には安全  

措置を講じ事故の防止に努めること。 

（５）第三者への危険防止 

受託者は、作業区域について委託者と打ち合わせを行い、事業団職員、   

点検作業員及び第三者に対して作業区域と作業区域外が明確に判別できる

ように表示を行うこと。 

また、第三者が、容易に作業区域内に立ち入らないよう必要な措置を講

じること。 

（６）事前検討 

業務の実施にあたっては、あらかじめ現場調査を行うなど、安全かつ効

率的な進捗に努めること。また、前回実施した同種の点検及び測定記録等

を参考に、委託業務が適切に実施できるよう、作業方法等の検討を行うこ

と。 

（７）仮設電源 

   電気室に設置してある監視盤に精密点検中に仮設電源を送ること。 

（８）点検及び測定 

ア 点検及び測定にあたっては、電気事業法、保安規程及び労働安全衛生規 

則等を遵守して適正に行うこと。 

イ 点検及び測定は、原則として停電状態で実施するものとする。また、短 

絡接地器具を用いるなど安全な状態で作業を行うものとする。 

やむを得ず活線状態で作業する場合は絶縁用防具、保護具等を適正に着 

用すると共に、万一に備え複数名で行うこと。 

ウ 作業終了時には、当該施設の運営に支障が生じないように、完全に復旧  

されていることを確認すること。 

 エ 点検及び測定中に、不具合個所を発見した場合または不具合個所が発生

した場合は、直ちに委託者に報告するものとする。その際に、応急修理

に向けた技術的支援及び処置を求められた場合は、これに協力するもの

とする。これに係る費用は、別途協議する。 

（９） 後片付け 

作業が終了したときは、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必    

要に応じ、建物の床、壁、機器等を清掃する。 

（１０） 委託業務完了届及び点検結果報告書 

ア 委託業務完了後、委託業務完了届１部、点検結果報告書２部を作成し委

託者に提出する。 

イ 報告書には、点検及び測定結果のほか、改善を推奨する個所、劣化が認   
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められる個所、機能異常の兆候が認められる個所などがある場合は、当

該個所の写真及び所見並びに改修案を記載すること。 

（１１） 受託者の負担 

測定等に必要な機材(工具･測定機器等)、電源及び消耗品は、受託者の

負 

担とする。 

（１２） 損害賠償 

点検作業員の過失等により委託者及び第三者に迷惑、損害等を与えたと 

きは、受託者において損害賠償すること。 

（１３）その他 

業務委託契約締結後、おおむね１年以内に本業務委託場所において電気

事故等の緊急事態が発生した場合、受託者は委託者の求めに応じて調査及

び復旧に協力するものとする。その場合の費用等については別途協議とす

る。 

 

４ 特記事項 

（１）測定及び試験項目 

項  目 内   容 

接地抵抗測定 Ａ種・Ｂ種・Ｃ種・Ｄ種接地極の接地抵抗値の測定 

必要により接地極の電位頻度、歩幅電圧の測定 

絶縁抵抗測定 高圧回路の各部位の絶縁抵抗測定 

計器用変成器二次側電路の絶縁抵抗測定 

低圧配電盤の幹線の絶縁抵抗測定 

低圧分電盤の各分岐回路の絶縁抵抗測定 

機器・ケーブルの

漏洩電流測定 

直流高電圧課電による漏洩電流の測定 

漏洩電流発生の度合い及び時間的変化の状態 

漏洩電流の変動、不平衡の有無 

避雷器の放電試験 商用周波放電開始電圧の測定 

衝撃波放電開始電圧の測定 

絶縁油試験 絶縁耐力値の測定 

酸価値の測定 

遮断器特性試験 開極時間の測定 

保護継電器動作特

性試験 

最小動作値、復帰値の測定 

動作時間の測定 
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クリーピングの有無 

その他必要な特性試験 

保護継電器動作試

験 

保護継電器と連動するシーケンス動作の異常有無 

警報回路、表示回路の異常有無 

 

（２）点検 

点検対象 内  容 

電線及び支持物 
電柱・腕木・碍子・支線等の損傷及び腐食の有無 

電線取付状態 

ケーブル 

ち ょ う

架用線 

取付点のゆるみ・ケーブルのゆるみ・ハンガーの

外れ・移動の有無 

ちょう架線の腐食・損傷の有無 

接地線の取付状況 

端 末 処

理部 

端末処理部の亀裂・汚損・テープの剥離・コンパ

ウンドの漏れ・トラッキング発生の有無 

ブッシングのひび割れ・汚損・脱落の有無 

端末接地線の損傷・腐食の有無 

線路部 

ケーブル被覆の亀裂・損傷の有無 

ケーブル支持の状況 

保護管の損傷・発錆・取付サドルの外れの有無 

保護管の接地線の取付状況 

引込口配線 
縁廻し線の電線相互、電線と対地間の離隔状況 

建屋貫通部分の碍管の亀裂・汚損・損傷の有無 

電線路の危険表示、 

保護さく 

保護柵の破損・発錆の有無 

危険表示札の施設状況 

遮断器 

開閉器 

各部発錆・汚損・変形・損傷・異音・異臭の有無 

ブッシングの亀裂・脱落・破損の有無 

接触子の破損・過熱・変色、変形・ゆるみの有無 

表示器・表示灯の状態 

接続端子のゆるみ・過熱・損傷の有無 

操作機構の動作状態 

断路器 

受と刃の荒れ具合・過熱・変色・損傷の有無 

碍子の亀裂・脱落・破損・汚損の有無 

接続端子のゆるみ・過熱・変色・損傷の有無 
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計器用変成器 

各部の汚損・損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・

過熱・変色の有無 

ヒューズの異常有無 

避雷器 
各部の損傷・汚損・亀裂・ゆるみ・変形・コンパ

ウンドの異常・端子弛みの有無 

避雷針 

各部の汚損・損傷・亀裂・ゆるみ・変形の有無 

突針部・支持管・発錆の有無 

取付台の状態、 

接地埋設標示板の状態 

変圧器 

各部の損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・亀裂・

汚損・過熱・変色・漏油・スラッジ発生の有無 

油量の適否 

附属装置各部の異常有無 

異音、異臭発生の有無 

進 

相 

設 

備 

コンデンサー 

各部の損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・過熱・

変色の有無 

放電コイルの損傷・ゆるみ・汚損・腐食・過熱・

変色の有無 

リアクトル 

各部の損傷・腐食・発錆・ゆるみ・変形・亀裂・

汚損・過熱・変色・漏油・スラッジ発生の有無 

油量の適否 

附属装置各部の異常有無 

異音・異臭発生の有無 

母線 

母線及び引下線のたるみ・締付ゆるみの有無 

支持碍子の亀裂・汚損・脱落の有無 

各接続部の締付状態 

母線の高さの適否 

飛来物の保護施設の設置状態 

接地線 

接地極埋設個所の掘削の有無 

接続部のゆるみ・腐食・損傷の有無 

接地線のサイズ・強度の適否 

配電盤 

裏面配線等の塵埃・汚損・ゆるみ・過熱・変色・

発錆の有無 

計器類の指示状態、表示灯の点灯状態 
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スイッチ類の過熱・変色・変形・損傷の有無 

保護継電器 

各部の損傷・亀裂・ゆるみ・発錆・過熱・変色の

有無 

接点の発錆・接触不良の有無 

保護柵 
保護柵の破損・損傷・腐食・発錆の有無 

危険標識等の設置状態 

建屋 

室内の不要物・可燃物放置の有無 

雨漏り・雪などの吹込み・浸水の恐れの有無 

鼠・蛇等の小動物侵入の恐れの有無 

扉及び鍵の施設状況 

 

（１６）ガス吸収式冷温水発生機保守点検業務    ［仕様書参照 ２回／

年］ 

１ 対象機器 

ガス吸収式冷温水発生機  ＮＥＧ－１００ＡＱ６Ａ型  ３台 

 

２ 点検内容 

（１）冷房・暖房シーズンイン点検作業（冷房・暖房各１回） 

  イ 絶縁抵抗試験 

  ロ センサー抵抗確認 

  ハ 電磁開閉器の確認 

  ニ 本体外観確認 

  ホ ガス配管点検 

  へ 運転盤点検 

  ト 遮断弁点検 

  チ 燃焼装置の点検 

  リ 燃焼状態の点検・調整 

  ヌ 安全装置の点検 

  ル 真空度の点検 

  ヲ ポンプ・モーターの点検 

  ワ 機内抵抗の確認 

  カ 制御系数値の確認 

  ヨ 運転データの記録と点検 

（２）冷房・暖房シーズンオン点検作業（冷房・暖房各１回） 

  イ 本体外観確認 
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  ロ ガス配管点検 

  ハ 機器動作点検 

  ニ 燃焼装置の点検 

  ホ 燃焼状態の点検・調整 

  へ 真空度の点検 

  ト ポンプ・モーターの点検 

  チ 機内抵抗の確認 

  リ 運転データの記録と点検 

（３）冷却水系の伝熱管洗浄（年１回）(令和 4 年度は除く) 

  イ 冷却水配管の水抜き、水張り 

  ロ 水室カバー取外し、取付け（片面のみ） 

  ハ 伝熱管、管板、水室カバーの点検 

  ニ 伝熱管清掃 

  ホ 水室内・水室カバーのケレン清掃及び部分塗装 

（４）溶液の分析（年１回）(令和 4 年度は除く) 

  イ 溶液のサンプリング分析を行う。 

  ロ 分析結果により、インヒビター濃度の良否を判定する。 

  ハ 溶液の分析結果により、必要に応じてインヒビター濃度の調整を行う。 

※ 溶液精製は別途 

（５）点検報告書 

   点検毎に、点検報告書を提出すること。 

   修繕が必要となる箇所については別途報告すること。 

（６）保守作業に要する水・電気・ガスは無償とする。 

（７）保守作業については、事業団と十分打ち合わせの上、専門技術員を派遣し

実施すること。(日程については十分に調整を行うこと) 

 

２ 対象物件に不具合が生じた場合は、事業団の要請があれば速やかに専門技術

員を派遣し、適切に対処すること。この際に発生する修理費等の扱いについ

ては、事業団と受託者が協議し決定する。 

 

３ この契約に含まない保守作業は、下記のとおりとする。 

（１）耐久度を過ぎた部品（耐火材、ポンプ用軸受、制御機器等）の不良に対す

る取替部品代、取替工事費又は補修費及び保温復旧費 

（２）冷却水系伝熱管の化学洗浄 

 

（１７）エレベーター保守点検業務         ［仕様書参照 １回／月］ 



- 31 - 
 

１ 対象機器 

Ｎｏ 種類 積載ｋｇ 速度ｍ／分 停止階 

１ 油圧エレベーター ７５０ ４５ ３停止 

２ 標準型エレベーター ７５０ ６０ ６停止 

３ 標準型エレベーター ７５０ ６０ ６停止 

４ 標準型エレベーター ２０００ ４５ ４停止 

 

２ 点検内容 

エレベーター各機器の機能を常時適正に発揮させて、安全かつ良好に運転状

態を維持させるために、次の項目について実施すること。 

１）月次及び定期点検 

   ①月次点検は、毎月、技術員を派遣し、機械装置の点検、清掃、給油、調

整を行い、運転状態における性能を総合的に判断し、異常や不具合を発

見した場合は直ちに適切な処置をすること。 

   ②定期点検は、昇降機等検査員の資格を有する者が実施すること。 

２）機器の修理、部品の取替、調整 

  ア 点検の結果、エレベーターの所定機能を維持するために修理・調整等が

必要と判断される場合は、速やかに修理・調整等を行うこと。 

  イ 修理・調整等の範囲は、別紙メンテナンス範囲一覧表のとおりとする。 

３）部品の常備 

   金属製のキャビネットを備え付け、次の部品を常備すること。 

ア 保守用部品 

イ 小修理用部品 

ウ 油脂類 

４）不具合対応 

   対象物件に不具合が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し、適切な処

置を行うこと。 

５）精密検査 

   必要に応じ監督技術者を派遣し、機械装置の精密検査を行うこと。 

６）月次点検報告 

   月次点検毎に、点検報告書を提出すること。 

修繕が必要となる箇所については別途報告すること。 
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７）報告書提出（系統図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 点検業者は、定期点検報告書を審査指導課に提出する。なお、この

提出は原則として毎年度 12 月末迄に施設管理者が点検業者に委任

状を交付し行うものとする。(現場管理者についても委任状様式 C

を交付)   

（２） 点検業者は、審査指導課にあらかじめ電話連絡をしたうえで、審査

指導課の窓口において委任状と確認依頼書と定期点検報告書３部

（●▼◆）を提出する。【③提出】  

（３） 審査指導課は、定期点検報告書をチェックし、受理する。その後、

点検業者に２部（●▼）返却する。【④チェック】  

（４） 点検業者は、チェックを受けた定期点検報告書 1 部（▼）を施設

の管理者（高槻市）に、(▽)その写しを現場管理者(事業団)に最終

報告として提出する。【⑤最終報告】 

（▼） 

⑤最終報告 
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査
指
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䥹
点
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果
を
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乙
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点
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● 

③提出 

⑥ 受理結果票を送付 

④チェック 

①点検発注 

②一次報告 

（■●▼◆） 

（▼） （●▼） 

（●▼◆） 

＜凡例＞■印：高槻市保管用（一次報告）、◆印：審査指導課が受理確認後保管用   ▼

印：高槻市保管用（最終報告）、●印：乙保管用  ख़ग़ज़印：甲保管用（一次報告 写）  ▽

印：甲保管用（最終報告 写） 

高
槻
市
䥹
施
設
管
理
者
䥺
▼
■ 

② 

 
⑤ 

甲
䥹
現
場
管
理
者
䥺 

 ख़ग़ज़ 
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また、1 部（●）保管する。 なお、審査指導課でチェックを受

け、追記・修正等行った事項については、必ず文書にて施設及び現場

管理者に説明を行う。  

（５） 審査指導課は、受理結果票を施設の管理者に送付する。【⑥受理結

果票を送付】  

点検項目と点検方法は｢昇降機、遊戯施設定期点検業務基準（一般財団

法人日本建築設備・昇降機センター）｣の基準を用いること。また、平

成２０年国土交通省告示第２８３号を参照のこと。 

８）付帯事項 

① 作業の時間 

故障対応を除き、通常の点検・修理等の作業は、午前８時４５分から午後５

時１５分まで間に実施するものとする。 

② 修理・調整等 

本業務に含まれる修理・調整等は、エレベーターの通常使用によって生じる

磨耗や損傷によるものとし、所有者、管理者又は利用者の不注意、不適当な

使用、天災、不可抗力によるものを除く。 

③ エレベーターの関連設備 

消防用設備等（煙感知器）、防災センター内設置の監視盤等のエレベーター関

連設備のメンテナンスは含まないものとする。 

 

メンテナンス範囲一覧表 
（標準型エレベーター） 

１ 仕様書に含まれる修理、取替、調整の範囲は、次のとおりとする。 

（付属部品を含む。） 

  巻上機  

（１）ウォーム・シャフト、ギヤー 

（２）軸受 

（３）ブレーキ・コイル、シューライニング、ブレーキ・カップリング 

（４）メインシーブ、オイルシール 

（５）デフレクターシーブ及び軸受 

（６）防振ゴム 

（７）ギヤーオイル 

（８）グランド・パッキング 
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モーター  

巻線、軸受、回転子、ＰＶＴ 

制御盤 

（１）各ＰＣボード、スイッチ、リレー、ブレーカー 

（２）トランスフォーマー（パワーサプライ） 

（３）インターホン用バッテリー 

（４）※遠隔監視装置 

調速機 

シーブ、軸受 

受電盤 

ブレーカー、ヒューズ 

かご関係   

（１）ガイド・シュー 

（２）かご非常止め装置 

（３）運転操作盤の部品 

（４）ドア・オペレーター装置 

（５）ドア・スイッチ、セーフティ・シュー 

（６）ドア・ガイドシュー、ドアハンガー 

（７）カー・シーブ 

（８）カーポジション・インジケーター 

（９）ファン及びブロワー 

（１０）照明器具（ランプ類含む） 

（１１）インターホン 

（１２）停電灯装置 

（１３）積載超過装置 

（１４）音声合成装置 

ホール信号装置 

（１）ホール・ボタン 

 （２）ホールポジション・インジケーター 

 （３）※各管制スイッチ 

 （４）※ホール・ランタン、チャイム 

ドア装置    

（１）ドア・クローザー 

 （２）ドア・インターロック装置 

 （３）ドア・ハンガー（ロワー・ガイドシューを含む） 

昇降路関係   
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（１）巻上用ロープ 

 （２）調速機ロープ 

 （３）移動ケーブル 

 （４）リミット・スイッチ 

 （５）フロアーセンサー 

 （６）※バランスローズ又はバランスチェーン 

 （７）カウンターシーブ及び軸受 

ピット関係 

（１）緩衝機（油圧又はスプリング型） 

 （２）ガバナー、ロープ張り車及び軸受 

その他   

（１）電気配管配線一式（但し昇降路外配管配線除く） 

 （２）※各管制運転装置（但しバッテリーは除く） 

 （３）※中央監視盤 

    ※注 オプション部品 

 

２ 仕様書に含まないものは、次のとおりとする。 

（１）機械室内建物付属設備（照明及び換気装置など） 

（２）昇降路周壁及びガラス 

（３）巻上機、モーター等の機器一式取替 

（４）下記項目に対する仕上直し（塗装、メッキ直し）、修理又は取替、清掃 

   ア かご室及び戸 

   イ 三方枠及び乗り場戸 

   ウ 敷居 

   エ かご床タイル 

 
（油圧エレベーター） 

１ 仕様書に含まれる修理、取替、調整の範囲は、次のとおりとする（付属部品

を含む。）。 

 モーター 

（１）巻線及び回転子 

（２）軸受 

 油圧機器  （ 

（１）ポンプ装置 

  （２）バルブ装置 

（３）サイレンサー装置 
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（４）オイルタンク、フィルター 

制御盤  

（１）スイッチ、ヒューズ、リレー 

（２）※遠隔監視装置 

調速機 

※張り車、軸受 

受電盤 

ブレーカー、ヒューズ 

かご関係   

（１）ガイド・シュー 

（２）かご非常止め装置 

（３）運転操作盤の部品 

（４）ドア・オペレーター装置 

（５）ドア・スイッチ、セーフティ・シュー 

（６）ドア・ガイドシュー、ドアハンガー 

（７）カーポジション・インジケーター 

（８）ファン及びブロワー 

（９）照明器具（ランプ類含む） 

（１０）インターホン 

（１１）停電灯装置 

（１２）積載超過装置 

（１３）音声合成装置 

ホール信号装置 

（１）ホール・ボタン 

  （２）ホールポジション・インジケーター 

  （３）※ホール・ランタン、チャイム 

ドア装置    

（１）ドア・クローザー 

  （２）ドア・インターロック装置 

  （３）ドア・ハンガー（ロワー・ガイドシューを含む） 

昇降路関係   

（１）オーバーヘッドシーブ及び軸受 

（２）巻上用ロープ 

  （３）調速機ロープ 

  （４）移動ケーブル 

  （５）リミット・スイッチ 



- 37 - 
 

  （６）フロアーセンサー 

ピット関係   

（１）緩衝機（油圧又はスプリング型） 

  （２）ガバナー、ロープ張り車及び軸受 

（３）プランジャー用パッキング 

その他   

（１）電気配管配線一式（但し昇降路外配管配線除く） 

  （２）※各管制運転装置 

  （３）※中央監視盤 

  ※注 オプション部品 

 

２ 仕様書に含まないものは、次のとおりです。 

（１）機械室内建物付属設備（照明及び換気装置など） 

（２）昇降路周壁及びガラス 

（３）油圧機器、モーター等の一式取替 

（４）下記項目に対する仕上直し（塗装、メッキ直し）、修理又は取替、清  

   掃 

    ア かご室及び戸 

    イ 三方枠及び乗り場戸 

    ウ 敷居 

    エ かご床タイル 

 

（１８）自動扉保守点検業務                  ［２回／年］ 

１ 対象機器 

No 設置場所 機 種 仕 様 台 数 

１ 文化ホール１階玄関 ＤＳ－７５ 片引扉 １台 

製造者：ナブコドア株式会社 

２ 点検内容 

受託者は、４か月（年間３回）に１回定期的に技術員を派遣し、機器各部の

点検、給油、調整を行うものとする。 

下記の構成部品の点検を行い、部品の磨耗・損傷があれば、これを交換し調 

整すること。 

ア 装置各部の点検及び調整 

イ 開閉速度、クッション作動の異常の有無の点検及び調整 

ウ 装置の電装品の点検及び調整 

PC20210401-4
テキストボックス



- 38 - 
 

エ 装置のセンサーの検知状態の点検及び調整 

オ オイル漏れの有無の点検 

カ ドアがサッシに当たっていないか、擦れていないかの点検及び調整 

キ 消耗度の著しい部品はないかの点検 

３ 不具合の発生 

対象物件に不具合が生じた場合は、事業団の要請により受託者は直ちに技術

員を派遣し、点検調整、修理を行うこと。なお、部品交換の必要な修理は、部

品代のみ事業団の負担とする。部品交換を伴わない修理及び消耗部品（ヒュー

ズ、潤滑油、各種ビス・ナット類）の交換は受託者の負担とする。ただし、不

具合の原因が次の場合は、別途、事業団と受託者が協議し費用を決定する。 

ア 天災・不可抗力による事故、故障 

イ 使用上の不注意等に起因する故障 

４ 点検報告 

点検報告書は、点検毎に提出すること。 

修繕が必要となる箇所については別途報告すること。 

  

（１９）空調自動制御機器保守点検業務             ［１回／年］ 

１ 対象機器 

ア 熱源制御                   １組 

イ 冷却塔制御   ＣＴ－１～ＣＴ－３      ３組 

ウ 空調機制御   ＡＣＵ－１～ＡＣＵ－１１  １１組 

エ ファンコイルユニット制御          ３１組 

オ ファン発停制御                ４組 

カ 温湿度計測                  ４組 

キ ダンパー切替制御               １組 

ク ヒートポンプパッケージ制御   ＡＣＰ－２  １組 

２ 点検内容 

ア ファンコイル系統バルブについては、作動確認の巡回点検程度とする。 

イ 保守作業は、別記特記仕様書に基づき実施すること。 

ウ 巡回点検は、年間を通じて、一巡すること。 

エ 点検作業日ごとの作業日誌を提出し、これらをまとめた報告書を年２回提

出すること。 

 

３ 不具合の発生 

対象物件に不具合が生じた場合、事業団の要請があれば速やかに専門技術員 

を派遣し、点検・調整・修理を行うものとする。この際に発生する修理費等 
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の扱いについては、別途、事業団と受託者が協議し決定する。 

 

 

４ 特記内容 

１ 機器単体点検 

（１）電気式自動制御機器 

ア サーモスタット、ヒューミディスタット、プレッシャスタット類 

① 本体の塵埃除去及び外観点検 

② ポテンションメータの清掃、ワイパー接触圧の点検 

③ 湿度エレメント（毛髪その他）の点検整備 

④ 標準計器による動作点検、比例帯、ディファレンシャル等の機能点検

調整 

⑤ 機器取付状態の点検 

⑥ 接続端子のゆるみ点検 

イ コントロールモーター（バルブモーター、ダンパーモーター）類 

① 本体の塵埃除去及び外観点検 

② 伝導部の要所に給油、動作点検 

③ モーターストロークの点検調整、スプリングテンションの確認 

④ モーター内部のポテンションメーター、リミットスイッチ、ワイパー

機構の清掃点検調整 

⑤ 電源電圧の点検 

（２）電子式自動制御機器 

ア 検出部（温湿度、圧力、露点、流量など） 

① 外観状況（塵埃、破損、設置場所） 

② 検出精度は許容範囲内か 

③ 取付状況（脱落、浸水、防護、汚れ） 

④ 端子及び配管配線の状況（緩み、劣化、絶縁） 

イ 調節部 

① 外観点検（塵埃、破損、発熱、設置場所） 

② メカ部品の摩耗耐久状況 

③ 標準計器による特性の確認とキャリプレーション調整 

④ 設定値、比例帯、ディファレンシャル、ＰＩＤ等の調整 

⑤ 接続端子のゆるみ点検 

⑥ 電源電圧チェック 

（３）ニ方弁、三方弁、制御弁類 

① 動作状況（異音、全閉、全開、締切り） 
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② 取付状況（緩み、ガタ付き、破損、取付方向） 

③ グランド部の漏水確認 

④ 制御量に対する操作部の試験 

⑤ 空気圧は適正か（空気式のみ） 

⑥ エアー漏れはないか（空気式のみ） 

（４）電磁弁 

① 動作状況（異音、ウナリ、発熱、全閉、全開、締切り） 

② 取付状況（緩み、ガタ付き、破損、取付方向、流れ方向） 

③ 電源電圧（±０％以内） 

（５）ダンパアクチェータ類 

① 動作状況（異音、全閉、全開） 

② 取付状況（緩み、ガタ付き、破損） 

③ ダンパーアーム、リンケージの取付状態 

④ 制御量に対する操作量の試験 

⑤ 電源電圧（±０％以内） 

⑥ 空気圧は適正か（空気式のみ） 

⑦ エアー漏れはないか（空気式のみ） 

⑧ ポジショナー付きの場合はスタートポイント、ストロークの点検 

（６）表示、記録計類 

   ① ０点、スパン、ゲイン調整 

   ② 標準計器（または実測）による指示、記録、校正 

   ③ 電源電圧のチェック 

   ④ エレメントの清掃、点検、特性チェック 

   ⑤ 各部機構の腐蝕、汚染等のチェック 

（７）制御盤 

   ① 盤内諸機器の清掃、点検、調整 

   ② 接続端子の緩みチェック 

③ 電源電圧のチェック 

④ 異常発熱の有無確認 

（８）デジタル機器類 

① 筐体内外点検清掃 

② 各接続部の点検（バスライン、入出力） 

③ 電源電圧の測定（一次、二次） 

④ 作動状況の確認・試験 

⑤ 機器本体周期温度及び加熱の有無 

⑥ 取付状況は良いか 
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⑦ ケーブルの劣化損傷の有無 

⑧ アース端子の緩みはないか 

⑨ 蓄電池の有効期限切れはないか 

⑩ 制御盤内外の清掃 

⑪ 盤内に不要物はないか 

⑫ 冷却用ファンに異常はないか 

⑬ フィルターの清掃はよいか 

⑭ ハンディーターミナルによるデータ確認 

⑮ 制御演算機能は正常か 

⑯ アナログ、バイナリ入力は正常か（サービスモージュール） 

２ システム点検 

ア 実際に熱源を供給し、実負荷での下記制御運転中における点検 

  イ  温度（冷却・加熱）制御 

  ウ 湿度（加湿・除湿）制御 

  エ 圧力制御 

  オ 静圧制御 

  カ 流量（熱量）制御 

  キ 露点温度制御 

  ク 炭酸ガス濃度制御 

３ 供給熱源の圧力、温度、湿度、風量の値と変動は許容内か確認 

４ 制御状態の調整と確認（変動サイクル、巾、偏差） 

５ 調整状況の確認（ＰＩＤ・ＤＩＦＦ・ＳＶ．ＰＶ） 

６ システム総合の把握と確認 

 

（２０）中央管制装置保守点検業務               ［１回／年］ 

１ 対象機器 

  ア 中央監視装置（savic－netEVmodel１０） 防災センター  

  イ 端末伝送装置（ＤＩＦⅡ) 防災センター                     

ウ プリンター 防災センター 

エ リモート（盤端末伝送装置）    ７面  

    ＲＳ－Ｂ３Ａ、ＲＳ－Ｂ３Ｂ、ＲＳ－Ｂ１、ＲＳ－２、ＲＳ－３、     

Ｐ－ＲＡ、中央監視盤 

オ ＵＰＳ              １台 電気室 

２ 点検内容 

ア 中央監視装置   
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   ①外観チェック、清掃 

    ②各ユニット組付、端子増締め及びコネクタ類点検 

    ③電源ユニット、制御電圧の確認 

    ④冷却ファンの動作 

    ⑤プログラム点検 

    ⑥通信状態の確認 

    ⑦ファイル及び設定値点検 

    ⑧ソフトウェア点検 

    ・グループファイル確認 

    ・ポイントファイル確認 

    ・データファイル確認 

    ・タイムプログラムのタイムテーブル確認 

   イ 端末伝送装置 

①外観チェック、清掃 

   ②端子増締め及びコネクター類点検 

   ③制御電圧の確認 

ウ プリンター 

   ①テスト印字による印字品質確認 

   ②内部の異物、埃、汚れ除去 

   ③ケーブル、コネクタ類の装着状態 

   ④各部のクリーンアップ 

エ リモート盤 

   ①ケーブル・コネクタ類の装着状態 

②各端子の締め付け状態 

③電源電圧装着 

④コントローラ電源電圧測定 

⑤内部清掃 

オ ＵＰＳ 

   ①外観点検及びクリーンアップ 

②内部点検（異音・悪臭の有無） 

③冷却ファンクリーンアップ 

④電源部クリーンアップ 

⑤冷却ファンの動作確認 

   ⑥各端子の締め付け状態 

⑦各端子の表示灯の点灯状態 
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３ その他 

ア 保守点検作業は、上期、下期に分けて一巡するように専門技術員を派遣

し実施すること。実施日については事業団の指示による。 

イ 点検毎に、点検報告書を提出すること。 

修繕が必要となる箇所については別途報告すること。 

ウ 対象物件に不具合が発生し、事業団が修理要請を行った場合は、速やか

に専門技術員を派遣して復旧するものとする。この際に生じる費用につい

ては、事業団と受託者が協議し決定する。 

 

（２１）構内交換電話保守点検業務(市民会館含む)        ［６回／年］ 

１ 対象機器 

  イ 構内電話交換機  ＭＸ９００１Ｐデジタル電子交換機    １台 

     製造者：日立製作所 

  ロ 内線電話機                        

固定内線電話機 （㈱日立製作所、パイオニア㈱）    ９０台 

 多機能型、コンパクト型含む 

ＰＨＳ内線電話機（㈱ウィルコム）           １６台 

２ 点検内容 

ア 保守点検は２か月に１回、技術員を派遣し実施すること。 

イ 点検報告書は、点検毎に提出すること。 

ウ 修繕が必要となる箇所については別途報告すること。 

エ 上記設備について、正常な状態で使用出来るように点検を行うこと。 

オ 保守点検日時については、事業団と協議のうえ決定すること。 

カ 対象物件に不具合が生じた場合は、事業団の要請により受託者は直ちに

技術員を派遣し、点検・調整・修理を行うこと。部品交換等の費用につ

いては、事業団と受託者が協議し決定する。  

 

（２２）芸術文化劇場北館（文化ホール）消防設備点検 

消防法第１７条の３の３の規定に基づき、高槻市立文化会館の消防設備等の 

機能維持を図るため、適正に委託業務を遂行するものとする。 

１ 点検対象の消防設備等 

      点検対象の消防設備等は、別紙消防設備一覧のとおりとし、その他関係

設備を含むものとする。 

２ 点検時期 
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     点検時期は、前期、後期の年２回とし、機器・総合点検は、前期、後期に

各１回行 

     なお、点検日時等については、事業団と協議し決定する。 

 

   前期 後期 計 

機器点検 １回 １回 ２回／年 

総合点検 １回  １回／年 

耐圧試験 連送管、消防用ホース １回／３年 

非常用発電機実負荷試験 １回  １回／年 

※非常用発電機実負荷試験実施時期は総合点検と同時期に実施する事 

※消火器の内部点検(機能点検)を含む。 

 

３ 点検員の資格 

      消防設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うもの

とする。 

４ 報告書の提出 

      各期の点検完了後は、速やかに報告書を提出するものとする。 

      この際、各設備の点検票を綴った報告書のほかに、所見等を添えた点

検結果一覧表を提出するものとする。点検結果一覧表には、今回の点検

で不良と判定された個所又は近い将来に不良となり得る個所について、

その改善策等を記載すること。 

修繕が必要となる箇所については別途報告すること。 

５ 消防署への報告 

      前期点検完了後、速やかに高槻市中消防署に、点検結果報告の事務手

続きを行うこと。 

６ 防火訓練の実施 

事業団が年２回、実施する消防訓練（消火、通報、避難等の訓練）を実 

施すること。企画・準備・調整・助言及び指導を行い事業団と共に実施し、

消火訓練に必要な資機材の提供等の支援を行うものとする。 

７ 委託対象の消防設備等に不具合が発生した場合は、直ちに専門の技術員

を派遣し、点検・整備・修繕を行うものとする。これに伴う費用について

は、別途、事業団と受託者が協議し決定する。 
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消防項目一覧 

文化ホール 

№ 設 備 名 称 項  目 数量 単位 機器点検 総合点検 

1 消火器具 

（消火器） 

消火器具 

保守点検 

ABC 粉末 10 型 48 本 〇 〇 

2 屋内消火栓 

設備 

加圧送水装置 ポンプ、電動機、バルブ類他 1 組 〇 〇 

制御盤・警報盤  1 面 〇 〇 

消火栓 BOX ホース、ノズル他 13 基 〇 〇 

呼水槽  1 基 〇 〇 

消火水槽 消火水槽 

（スプリンクラー設備兼用） 

1 式 〇 〇 

電源装置 常用電源 1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

放水試験  1 式  〇 

3 スプリンク

ラー設備 

加圧送水装置 ポンプ、電動機、バルブ類他 2 組 〇 〇 

制御盤・警報盤  2 面 〇 〇 

呼水槽  2 基 〇 〇 

電源装置 常用電源 1 式 〇 〇 

アラーム弁  7 個 〇 〇 

音響警報装置  1 式 〇 〇 

末端試験弁  6 か所 〇 〇 

スプリンクラー

ヘッド 

 1 式 〇 〇 

補助散水栓 ホース、ノズル 4 基 〇 〇 

絶縁測定試験  1 基  〇 

放水試験  1 基  〇 

4 ハロゲン化

物消火設備 

薬剤貯蔵容器 蓄圧式、50 ㎏ 1 本 〇 〇 

容器弁開放装置、ガス圧式 1 式 〇 〇 

起動装置 手動式 1 式 〇 〇 

自動式 1 式 〇 〇 

制御装置  1 面 〇 〇 

警報装置 音声警報 1 式 〇 〇 

放出表示灯  1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 
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5 粉末消火 

設備 

移動式粉末消

火設備 

 2 基 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

6 自動火災 

報知設備 

受信機 P 型１級 1 式 〇 〇 

熱感知器 差動式スポット型感知器 5 個 〇 〇 

定温式スポット型感知器 16 個 〇 〇 

煙感知器 光電式スポット型感知器 241 個 〇 〇 

発信機 P 型１級 14 個 〇 〇 

表示灯 ＤＣ24Ｖ 14 個 〇 〇 

音響装置 

（ベル） 

 19 個 〇 〇 

電源装置 常用電源・予備電源 1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

7 消防機関へ

通報する火

災警報設備 

（非常通報

装置） 

火災通報装置  1 台 〇 〇 

火災専用電話

機 

 1 式 〇 〇 

電源装置 常用電源・予備電源 1 式 〇 〇 

通報試験 １１９番 1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

8 非常警報器

具及び設備 

放送設備 アンプ 1 式 〇 〇 

スピーカー 1 式 〇 〇 

電源装置 常用電源・予備電源 1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

9 避難器具 避難器具 避難はしご 2 台 〇 〇 

1

0 

誘導灯及び 

誘導標識 

誘導灯 避難口 通路 102 台 〇 〇 

客席 35 台 〇 〇 

誘導標識  29 枚 〇 〇 

電源装置 常用（各階） 1 式 〇 〇 

絶縁測定試験 （各階） 1 式  〇 

1

1 

排煙設備 排煙機  1 式 〇 〇 

電源装置  1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

1

2 

防排煙制御

設備 

受信機  1 式 〇 〇 

熱感知器  7 個 〇 〇 
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煙感知器 光電式 22 個 〇 〇 

自動開錠装置 防火扉 2 台 〇 〇 

シャッター 19 台 〇 〇 

ダンパー 24 台 〇 〇 

電源装置  1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

1

3 

非常電源設

備（蓄電池設

備・自家発電

設備用） 

原動機  1 式 〇 〇 

発電機  1 式 〇 〇 

制御装置  1 式 〇 〇 

作動試験  1 式 〇 〇 

蓄電池  1 式 〇 〇 

充電装置  1 式 〇 〇 

絶縁測定試験  1 式  〇 

※総合点検についてはすべての項目を実施すること。 
 

 

（２３）共用部冷熱機器保守点検業務 

１ 対象機器 

名    称 型    式 設置場所 
室内機 

台数 

室外機 

台数 

ヒートポンプチラー EAＨＶ－Ｐ９００Ａ 屋上 - 2 

パッケージエアコン ＭＰＵＺ－ＲＰ８０ＨＡ７ 屋上 ２ 1 

パッケージエアコン PUHV-P140-DM-E Ｂ３Ｆ機械室 １ １ 

  製造者：三菱電機株式会社 

 

２ 作業内容 

（１）ヒートポンプチラー 

Ａ 電気系統 

① 電源ヒューズ又はブレーカーの点検 

② 絶縁抵抗値の測定 

③ インターロック回路の確認 

④ クランクケースヒーター通電確認 

⑤ 温度調節器の作動確認 

⑥ 制御箱内機器の作動確認 
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Ｂ 送風機  

① 送風機回転方向の確認 

② 異常な音、振動の有無確認 

Ｃ ガス漏れ 

① 冷媒漏れ箇所の有無点検 

② 運転状態 

③ 電圧の測定 

④ 電流の測定 

⑤ 運転圧力の測定 

⑥ 各部の温度測定 

⑦ 各制御機器の作動確認 

⑧ 霜取運転状態の点検 

⑨ 異常音の有無確認（圧縮機音振動の確認） 

Ｄ 保護機器 

   各保護機器の作動確認 

（２）パッケージエアコン 

Ａ 電気系統 

① 電源ヒューズ又はブレーカーの点検 

② 絶縁抵抗値の測定 

③ インターロック回路の確認 

④ クランクケースヒーター通電確認 

⑤ 温度調節器の作動確認 

⑥ 制御箱内機器の作動確認 

Ｂ 送風機  

① 送風機回転方向の確認 

② エアーフィルターの汚れ、破損有無確認 

③ 異常な音、振動の有無確認 

Ｃ ガス漏れ 

冷媒漏れ箇所の有無点検 

   Ｄ 運転状態 

① 電圧の測定 

② 電流の測定 

③ 各部の温度測定 

④ 各制御機器の作動確認 

⑤ 霜取運転状態の点検 

⑥ 異常音の有無確認（圧縮機音振動の確認） 
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Ｅ 保護装置 

    各保護機器の作動確認 

   Ｆ その他 

    ① ドレンパン、ドレン、ストレーナ等配水管の清掃 

    ② 外装パネルの清掃 

３ その他 

ア 保守点検は、６ヶ月に１回実施すること。 

イ 点検報告書は、点検毎に提出すること。 

ウ 保守点検日時は事業団と協議し決定すること。 

エ 対象物件に不具合が発生した場合は、事業団の要請により速やかに復旧

を図るものとする。この際に生じる修理費等については、事業団と受託

者が協議し決定する。 

 

（２４）樹木剪定業務 

１ 樹木剪定対象物件（本数は概数）（別紙図面参照） 

高木 

クス            １４本 

ハナミズキ          ６本 

モチ             １本 

ケヤキ            ３本 

ヒイラギモクセイ       １本 

中木 

コデマリ           ５本 

カンツバキ          ９本 

キンモクセイ        １２本 

キンマサキ        １１７本 

低木            ４０３㎡ 

２ 受託者は、適正な時期に剪定、刈り込み及び施肥等を下表のとおり行う。

剪定等の日時については担当者と打ち合わせのうえ決定する。 

   

 

 

 

 

３ その他  

高木及び中木樹木の剪定 年１回 

低木樹木の刈り込み 年１回 

剪定及び刈り込み後の施肥 年１回 

薬剤散布 年１回 
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ア 状況により剪定樹木を変更する場合がある。 

イ 文化会館の運営や通行人に支障が生じないように作業すること。 

ウ 刈り取った枝等は敷地外に搬出し、適正に処分すること。 

 

（２５）マルチモニター業務 

電気設備等の状態をマルチモニターにより常時監視するものとする。 

１ 監視内容及び監視回路数 

  高圧絶縁監視       ２回路 

２ 監視業務の細目 

マルチモニターに記録された監視データによる絶縁状態の診断を毎年２

回定期的に実施することとし、異常の警報を受信した場合は、必要に応じ

協議して監視データの診断を実施すること。 
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３ 警備業務 

（１）配置時間等 

      ①2022.4.1～2022.8.31 

 

       ②2022.9.1～2022.9.30 

 

③2022.10.1～2023.3.31 

    

 

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

警備D 8:00～17:00 8時間 132日 8:00 休 17:00

警備E 17:00～22:00 5時間 132日 17:00 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

警備D 8:00～17:00 8時間 26日 8:00 休 17:00

警備E 17:00～22:00 5時間 26日 17:00 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

警備D 8:00～17:00 8時間 152日 8:00 休 17:00

警備E 17:00～22:00 5時間 152日 17:00 22:00
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④2023.4.1～2026.3.31 

 

（２）業務内容（Ａ） 

       警備員の通常勤務は、管理物件の安全と秩序を維持するため、下記

の業務に専念するものとする。また、待機は休憩を含むものとし、緊

急事態に備え定位置において待機すること。 

火災、盗難、その他の事故を予防するため、巡回、来館者の把握、

車両の駐車場所指示及び誘導整理、公衆電話の監視、玄関その他の門

扉の開閉、各集会室、会館等の施錠を行うものとする。 

巡回はあらかじめ定めた順路に従い事業団の指定した時間に、パト

ロールレコーダーにその都度押印するとともに管理物件の保全に注意

し、次に掲げることを綿密に点検し、破損、その他の異状を認めたと

きは速やかに処置し、直ちに事業団に報告するものとする。 警備員の

通常勤務は、管理物件の安全と秩序を維持するため、下記の業務に専

念するものとする。 

  ①業務内容 

ａ 監視（出入者、会館職員の出勤者の把握、カセットコンロ等の裸火

の器具の持込の排除） 

     ｂ 諸室の確認（施錠、消灯、破損・汚損箇所、在館者の有無） 

ｃ 設備の故障・異状確認（ガス、水道漏水、流水、雨漏り等、電気      

使用箇所、火気使用箇所（煙草の吸殻も含む。）、 

       消火器、消火栓、火災報知器等） 

ｄ 来館者の車両（自転車を含む）の誘導と整理及び駐車中の盗難破

損の監視 

ｅ  閉館後の巡視（閉館後１回、開館前１回） 

        重点巡視箇所（食堂関係、湯沸室、事業団事務所、便所、各所出

入口、機械室、各所煙草灰皿、危険物取扱所、ホール舞台、楽屋、

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11 :00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

警備D 8:00～17:00 8時間 310日 8:00 休 17:00

警備E 17:00～22:00 5時間 310日 17:00 22:00
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照明室、映写室、音響室、駐車場、その他重要と思われる箇所） 

 ｆ 諸室の鍵、預り鍵の保管、受渡し（地域教育青少年課分室・コ  

ミュニティ推進室分室、文化スポーツ振興課分室・市民会館南側

会議室を含む。） 

     ｇ 昇降機の運転、休止の操作 

ｈ 国旗、市旗の掲揚、降納（毎日実施） 

  ｉ 電話対応（事業団事務所の時間外１７時１５分から翌朝８時４５

分まで）及び集会室等への電話の切替え 

ｊ 利用者対応（施設下見案内・設備機器取扱説明、玄関扉開放時間

及び利用時間厳守の注意喚起）及び外来者の案内、連絡 

    （会館の玄関扉の開閉は８時に開門し、２２時に閉門するものと

する。ただし、事業団が必要に応じて別に指示したときはこの限

りではない。大ホール、集会室、会議室等については使用前と使

用後は必ず現場確認の上、扉の開閉をその都度行うこと。） 

ｋ 拾得物の受理、届出 

ｌ 催物の看板（１階玄関付近案内板横の看板、各室前の立て看板）

の記入、掛け替え 

ｍ 貸室準備業務（諸室付属備品及び関連備品の貸出、補充、点検、

不具合対応） 

・使用前と使用後に、空調・冷暖房の運転、停止等の操作 

・音響設備の準備・片付け（マイクロホンを接続しアンプの電源を

入れ音量調整を行うこと） 

・固定スクリーンの操作 

・電動式舞台の準備・片付け 

・展示室の移動間仕切の操作 

・会議室、展示室のピアノの移動 

・貸出備品（映像機器、音響機器、延長コード、展示パネル、看板、

張り紙、電気ポット、茶道具、金屏風、その他事業団が随時指示す

るもの）の貸出、収受 

     ｎ 貸室の什器、備品等の整理整頓及び在庫の確認（月１回点検し、不

足があれば事業団に報告すること。備品については、別表 諸室物

品管理表のとおりとする。） 

ｏ  資機材保管庫内の救急セット及び装備、並びに警備室内の救急箱

の在庫確認、作動点検を３か月毎に１回行い、不足や不具合があれ
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ば受託者負担にて補充すること。また、懐中電灯、メガホンの電池

のチェックも行うこと。装備品については、別表 災害用資機材・

救急箱装備品管理表のとおりとする。） 

ｐ AED（自動体外式除細動器）のインジゲーターを確認し日常点検 

を行うとともに、AED（本体を除く。）の周辺機器、関連消耗品等

の保証期間や交換時期等に応じて更新すること。また、市民会館

設置分については、市民会館閉鎖後、本事業団と設置場所を協議

し、芸術文化劇場南館に移設するものとする。 

         利用方法について従事者に研修や講習等を実施すること。 

    

（３）業務内容（Ｂ） 

     警備員は業務内容（Ａ）の業務のほか、次の各項に関する業務を行う

こと。 

① 会館において特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為又

は公務の執行を妨げ、若しくは妨げる恐れのある行為を発見したとき

は直ちに事業団に報告すること。 

② 事業団の許可なく次の各号に掲げる行為をする者又は、しようとす

る者に対して、行為の中止及び原状回復を要求し、その要求に従わない

ときは直ちに事業団に報告すること。 

ａ 行商、展示、販売、勧誘その他これに類する行為 

ｂ 広告物等（ポスター、ビラ）の配布及び提示若しくは表示 

ｃ 立看板、立札類、仮設工作物の設置 

ｄ 会館を占有する行為 

③ 事業団が次の各号に掲げる行為をする者又は、しようとする者に対

場 所 台数及び機種 更新期限 

市民会館 １台：ハートスタートＦＲｘ 

 

本体：令和８年６月 

パッド：令和４年５月 

文化ホール １台：ハートスタートＦＲｘ＋e 

 

本体：令和１０年８月 

パッド：令和５年８月 

芸術文化劇場南館 市民会館分を移設 上記のとおり 

総合市民交流センタ

ー 
１台：ハートスタートＦＲｘ 

本体：令和８年５月 

パッド：令和５年３月 
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して、会館に入ることを制限し若しくは禁止、又は必要に応じて退去さ

せるときは、受託者はこれに協力すること。 

ａ 業務内容（Ｂ）②号に該当する行為 

ｂ 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物等を所持する者、又は人体に

危害を及ぼす恐れのある行為 

ｃ 施設又は設備の破損、汚損 

ｄ 正当な理由のない旗、のぼり、幕、プラカード及び拡声器等を持

ち込み 

ｅ 放歌高唱し、練り歩く等の行為 

ｆ 正当な理由なく閉門時刻を過ぎての在館 

ｇ 事業団の指示若しくは警告に違反する行為 

④ 火災、盗難、その他突発的事故が発生したときは、直ちに状況を把握

のうえ事業団に急報し、必要に応じて次の措置をとること。 

      ａ 火災の場合 

      （ａ）消防署に急報する。 

      （ｂ）防災用放送設備で場内来館者への退避誘導の放送をする。 

      （ｃ）消火栓及び消火器をもって消火にあたる。 

      （ｄ）出入口の扉を開く。 

      （ｅ）防火シャッターを閉じる。 

      （ｆ）排煙窓・排煙機を作動させる。 

（ｇ）来館者の避難誘導にあたる。 

     ｂ 付近での火災の場合 

      （ａ）消防署に急報する。 

      （ｂ）飛火の警戒にあたる。 

     ｃ 盗難等の犯罪の場合 

      （ａ）警察署に連絡する。 

      （ｂ）現場の保全に努める。 

     ｄ 傷病、事件、事故の場合 

      （ａ）傷病者の救護 

      （ｂ）救急車の要請と誘導 

      （ｃ）傷病者の名前・住所・症状等の記録 

      （ｄ）交通事故については、事故の状況、加害・被害者の車番、名前、

住所等を記録すること。また、示談の場合であっても同様の措置

をする。 
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⑤ 正当でない場所に放置された物件又は不審物を発見したときは、そ

の状況を記録し事業団に連絡すること。 

⑥ 遺失物を拾得したとき、又は他人から拾得物の届出により引取人の

ない物品、あるいは証拠品があった場合は事由の如何を問わず、速やか

に事業団に報告するとともに引渡すこと。 

（４）交代引継 

① 勤務交代の際、交代者に申し送り事項、その他必要な事項を確実に

引継ぐために毎朝朝礼を実施すること。 

② 勤務交代の際、交代者が出勤しないときは、これに代る者を勤務さ

せなければならない。 

③ 毎日９時過ぎに前日の警備日誌（受付業務内容を含む。）を事業団に

提出し、確認を受け１７時１５分までに受領すること。なお、市民会館

南側会議室、地域教育青少年課分室については事業団が指示をした各

施設の管理担当課に提出すること。 

（５）その他 

① 市民会館は一般利用の終了後、パーテーションやコーンバー等によ

る封鎖措置を行う。関係者以外の建物への立入を原則禁止すること。 

② 市民会館の閉館後も芸術文化劇場地下駐車場の供用開始まで、駐車

場及び駐輪場の供用を継続する。その後、市民会館の解体工事の着工か

ら高槻城公園北エリアとしての再整備工事完成までの期間中に、敷地

内の一部に仮設の文化ホール専用駐車場、駐輪場を設ける予定であり、

開設後、管理業務の範囲とする。 

 

４ 案内業務 

（１）配置時間等 

①2022.4.1～2022.8.31 

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

案内F 9:00～18:00 8時間 132日 9:00 休 18:00

案内G 18:00～22:00 4時間 132日 18:00 22:00
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       ②2022.9.1～2022.9.30 

 

③2022.10.1～2023.3.31 

 

④2023.4.1～2026.3.31 

 

（２）業務内容（Ａ） 

     案内員の通常勤務は、来館者への案内を主な業務とする。ただし、管 

理物件の火災、盗難、その他の事故を予防し安全と秩序を維持するため、 

３警備業務の業務内容のうち、案内員が担当することができる業務は、 

連携して行うものとする。 

    ①業務内容  

ａ 諸室の鍵、預り鍵の保管、受渡し（地域教育青少年課分室・コ   

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

案内F 9:00～18:00 8時間 26日 9:00 休 18:00

案内G 18:00～22:00 4時間 26日 18:00 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

案内F 9:00～18:00 8時間 152日 9:00 休 18:00

案内G 18:00～22:00 4時間 152日 18:00 22:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11 :00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

案内F 9:00～18:00 8時間 310日 9:00 休 18:00

案内G 18:00～22:00 4時間 310日 18:00 22:00
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ミュニティ推進室分室、文化スポーツ振興課分室・市民会館南側会

議室を含む。） 

ｂ 電話対応（事業団事務所の時間外１７時１５分から翌朝８時４５

分まで）及び集会室等への電話の切替え 

ｃ 利用者対応（施設下見案内・設備機器取扱説明） 

     ｄ 拾得物の受理、届出 

ｅ 催物の看板（１階玄関付近案内板横看板）の記入、掛け替え 

ｆ 貸出準備業務（ ２）業務内容（Ａ）ｍを参照） 

ｇ AED の点検、メンテナンス（ ２）業務内容（Ａ）ｐを参照） 

（３）交代引継 

① 勤務交代の際、交代者に申し送り事項、その他必要な事項を確実に

引継ぐために毎朝朝礼を実施すること。 

② 勤務交代の際、交代者が出勤しないときは、これに代る者を勤務さ

せなければならない。 

③ 受託者は、毎日９時過ぎに前日の特記すべき受付業務内容を追記し

た業務日誌を提出し事業団の確認を受け、１７時１５分までに受領

すること。 
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５ 清掃業務 

（１）配置時間等 

① 2022.4 1～2022.8.31 

 

② 2022.9.1～2022.9.30 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

清掃日勤者E 7:00～16:00 8時間 132日 7:00 休 16:00

清掃パートF 7:00～10:00 3時間 132日 7:00 10:00

清掃パートG 7:00～10:00 3時間 132日 7:00 10:00

清掃パートH 7:00～10:00 3時間 132日 7:00 10:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

清掃日勤者E 7:00～16:00 8時間 26日 7:00 休 16:00

清掃パートF 7:00～10:00 3時間 26日 7:00 10:00

清掃パートG 7:00～10:00 3時間 26日 7:00 10:00

清掃パートH 7:00～10:00 3時間 26日 7:00 10:00
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 ③2022.10.1～2023.3.31 

 

④2023.4.1～2026.3.31 

   

⑤清浄状態の維持 

定められた時間内に可能な限り日常清掃を行うものとする。時間 

外であっても、ホール、諸室等で清掃を必要とする場合は、利用後の

清掃を行うこと。また、特別な事由により清掃の必要が生じた場合も

業務に従事すること。 

         なお、部屋の清浄を適切に保つことができるように、部屋の利用状 

況により各々のポストをシフトすることができる。 

（２）業務内容 

①日常清掃 

ａ 玄関、ホール、廊下、階段、便所、湯沸室、集会室、和室、応接室

等を日常清掃とし、終日清潔の保持に努めるものとする。特に集会

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

清掃日勤者E 7:00～16:00 8時間 152日 7:00 休 16:00

清掃パートF 7:00～10:00 3時間 152日 7:00 10:00

清掃パートG 7:00～10:00 3時間 152日 7:00 10:00

清掃パートH 7:00～10:00 3時間 152日 7:00 10:00

 

職　名 勤務時間 実働 勤務日数 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11 :00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

清掃日勤者E 7:00～16:00 8時間 310日 7:00 休 16:00

清掃パートF 7:00～10:00 3時間 310日 7:00 10:00

清掃パートG 7:00～10:00 3時間 310日 7:00 10:00

清掃パートH 7:00～10:00 3時間 310日 7:00 10:00

 



- 61 - 
 

室、和室、応接室等については使用前及び終了後に清掃を行うこと。 

ｂ ホール（ホール、廊下、階段、便所、客席、舞台上及び調光室、音

響室、映写室、楽屋等）は、使用の都度、清掃を行うこと。        

スチール製備品は雑巾がけ、その他は空拭きとし、金属部分の磨

き、扉、壁面等の清掃を併せて行うこと。ホール客席は、全席で汚

損の有無を確認し、汚損があればクリーニングを実施すること。 

ｃ 会館周囲の敷地についても日常清掃とする。 

ｄ トイレの芳香剤は、受託者において用意し、定期的に取り替える 

こと。 

ｅ 水洗便所の詰まり等を管ツール及び高圧洗浄機を使用し速やかに 

復旧すること。 

ｆ 壁面の擦れ汚れ・埃を取り除くこと。 

ｇ 展示ケースの内外のガラス面を清掃すること。 

ｈ 館内の不要な貼紙、テープ及びその接着跡を取り除くこと。 

②定期清掃 

ａ 日常清掃以外の清掃を会館の使用に支障のない日を選んで実施す 

ること。 

ｂ 特に、共用部分及び各室内の容易に移動し得る椅子、机等の備品 

は移動させて丁寧に掃き、床材に応じた洗剤を用い、洗浄し汚れ 

を充分に除去した後、床材に応じたワックス等を使用して仕上げ 

を行うこと。 

ｃ 便所の消毒は、２か月に１回以上実施すること。 

     ｄ ホール客席については、年に１回クリーニングを実施すること。 

③文化ホール玄関等のマット交換 

ａ 契約物件及び配置場所 

（ａ）正面玄関自動扉    ９０ｃｍ×１２０ｃｍ    １枚                  

（ｂ）正面玄関      １２０ｃｍ×１７０ｃｍ   ２枚 

（ｃ）ＥＶ床面       １４２ｃｍ×１４２ｃｍ   ２枚 

（ｄ）Ｃ階段１階          １７０ｃｍ×９０ｃｍ    １枚 

（ｅ）Ａ階段１階            １７４ｃｍ×２３７ｃｍ １枚 

（ｆ）Ｃ階段Ｂ１階段コーナー  １７５ｃｍ×１７５ｃｍ ２枚 

計                      ９枚 

ｂ 防炎素材であること。 

ｃ マットの色はホールとの調和が考慮されたものであること。 

ｄ すべてのマットを１か月に２回新たなものと交換すること。 

④ 外周窓硝子の清掃 
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      年に１回、晴天の昼間に適合剤を用いて透明、鮮明になるまで拭き

上げること。また、清掃日については事業団の指示に従うこと。 

⑤ 毎日９時過ぎに清掃日誌を事業団に提出し、確認を受け１７時１５

分までに受領すること。 

⑥ 物品管理 

    ａ 諸室のマーカー、イレーサー、マグネット等を管理し、不足があ

れば受託者負担で補充すること。 

物品の数量は、別表 諸室物品管理表によるものとする。 

ｂ 湯沸室の整理整頓を行い、茶器、ポット及びお盆等を１週間に１

回洗浄し、その数量確認をして不足があれば受託者負担で補充す

ること。 

      物品の数量は、別表 給湯室物品管理表によるものとする。 

⑦ 清掃業務に必要な器具（清掃道具等）及び消耗品（トイレットペー

パー、手洗い石鹸液、布きん、洗剤、トイレ用芳香剤、手指消毒薬

等）は、受託者負担とし、使用材料等は日本工業規格、経済産業省

工業試験所認定等のものを使用すること。室内消毒用品等につい

ては事業団で準備するものを補充すること。なお、業務に必要な機

器類を持ち込む場合は、事業団の許可を得るものとし、受託者の責

任において管理すること。 

⑧ その他 

     ａ ゴミの分別収集を行うこと。 

     ｂ 屋外ゴミ置場の清掃を行うこと。 

     ｃ 外周の雨水排水溝の掃除を行うこと。 

     ｄ 催し物の看板（１階玄関の横看板及び集会室前等の縦看板）の清

掃を行うこと。 

     ｅ 敷地内の雑草取りを行うこと。 

     ｆ 屋内及び屋外の植木への散水を行うこと。夏季については、早朝

と夕方に散水を行うこと。 

ｇ 喫煙場所に設置してある灰皿の吸い殻を適時回収し、処分するこ

と。 

ｈ 感染症防止の為、適時消毒等を実施すること。 

（１０）業務要領 

  日常清掃、定期清掃の実施は別表 清掃管理基準及び清掃作業表 

によるものとする。 

ただし、トイレ、その他汚損が生じる場所は、定期的に汚れ具合を

確認し清掃回数を増やすことで、清潔な状態を保持すること。 
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    ａ 清掃管理基準 

    ｂ 市民会館清掃作業表 












